
平成 30年 5月 16日 (水)

10時 00分～ 12時 00分

厚 生 労 働 省 省 議 室

第 13回地域医療構想に関するワーキンググループ

議 事 次 第

1.地域医療構想調整会議における議論の進捗状況について (その5)

2.地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について

3.平成 30年度病床機能報告の見直しについて (その2)

【資料】

資料1-1 地域医療構想調整会議における議論の進捗状況について (その5)

資料 1-2 茨城県における地域医療構想の進捗について

資料1-3 徳島県における公的病院と民間病院の再編 ･統合事例について

資料2 地域医療構想調整会議の議論の活性化に向けた方策について

資料3-1 平成30年度病床機能報告の見直しについて (その2)

資料3-2 埼玉県地域医療構想病床機能報告データ等を用いた医療提供体制

分析 t

【参考資料】

参考資料 1 前回地域医療構想に関するワーキンググループにおける主な意見

参考資料2-1 各構想区域の地域医療構想調整会議における議論の状況

参考資料2-2 公立 ･公的病院等の病床数と ｢将来の病床数の必要量｣との単

純な比較

参考資料3 平成30年度診療報酬改定の概要
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第 1 3 回 地 域 医 療 構 想 資料1-1
に 関 す る W

G平 成 3 0 年 5 月

1 6 日1.地域医療構想調整会議

における議論の進捗状況について(



医療法の規定

第30条の14都道府県は､構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに､診療に関する学識経験者の
団体その他の医療関係者､医療保険者その他の関係者との協議の場を設け､関係者との連携を図りつつ､医療計画にお

いて定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項に
ついて協議を行うものとする｡

2 関係者は､前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合には､これに協力す
るよう努めるとともに､当該協議の場において関係者間の協議が調った
ればならない｡

地域医療構想調整会議の協議事項

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

については､その実施に協力するよう努めなけ

｢地域医療構想の進め方について｣(平成30年2月7日付け医政地発0207第1号
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)より

○ 都道府県は､岳年度､地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること｡

〔

具体的対応方針のとりまとめには､以下の内容を含むこと｡

① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

○ 公立病院､公的医療機関等は､｢新公立病院改革プラン｣｢公的医療機関等2025プラン｣を策定し､平成29年度中に
塩姓すること｡

○ その他の医療機関のうち､担うべき役割を大きく変更する病院などは､今後の事業計画を策定し､速やかに協護する
こと｡

○ 上音己以外の医療機関は､遅くとも平成30年度未までに協議すること.

【その他】

○ 都道府県は､以下の医療機関に対し､地域医療構想調整会議へ出席し､必要な説明を行うよう求めること｡
･病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ･新たな病床を整備する予定の医療機関

･開設者を変更する医療機関 1



第6匝】地域医療構想に
関するWG 資料2-1

○ 次のような年間のスケジュールを毎年繰り返すことで､地域医療構想の達成を目指す○

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ,11月 12月 1月 2月 3月

4月国 野 :国か ･都道府県職員研修 (前期) ･都道府県職員研修 (中期) ･都道府県職員研修 (後期) 守･データブック配布及び説明会･基金に関するヒアリング ∇ら都道府県八進捗確認 ･地域医療構想の取組状況の ･

病床機能報告の実施

守把握 下野都道府≡ (平成29年度については､第7次医療計画に向けた検討を開始)具

債的な機能分化 .連携に向+ LFZけたー帆姐の整理(=ついて･県全体の病

床機能や5事業等分野ごとの不足状況を明示●病床機能の分化 .連携 こ向けた好事例や調整困難事例
について収集 .整理 (国において全国状況を整理)●地域住民 .市区町村 .医療機関等

に対する情報提供 (議事録の公開､説明会等)調
｡目量 E豊 里 堅 J t室亜 堅 堅 】 [:空 室担 :ヨ●病床機能報告や医療計画 .;●機能 .事糞等ごとの不足

を ;●次年度(=おける基金の活用 ;●次年度の構想の真也的な取データブtilク等を踏まえた役 ;補うための具体策についての:等を視野に入れた練論 "

組について意見の整理整.上し 割分担について確紀
:基経 :.次年度における基金の活用 :.地域において不足する医療= ･不足する医療機能の確認 :.地域で整備が

必要な医療機 :等を視野に入れ､機能ごとに:機能等に対応するため､具体読 ･各医療機関の役割の明確
化 ≡能を具体的に示す ;具体的な医療機関名を挙げた ;的.な医療機関名や進捗評価の･各医療機関の病床機能報告
;.病床機能報告に向けて方向 :うえで､機能分化 .連携若し:ための指標､次年度の基金のやデータブックの活用



以 下 は ､平 成 29年 度末(平成30年3月未)までの詩論の状況について､全341構想区域の状況をまとめたもの0

>公立病院につい

て･対象病院は823病
院(注)･新改革プランを策定した病

院は､816病院･調整会譲で縫始を開始した病院は､650

病院(注)一般病床及び療養病床を有しない精神科病院や
､
既に

廃止している病院等は除外した
｡
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(参考)平成29年度実績のまとめ
開催延べ数 :1,067回
構想区域当たり平均 :3.1回
最も開催回数の多い区域 :鹿児島県 姶良 ･伊佐区域 (延べ14回)

一 囲平成30年1月-3月■平成29年10月～12月団平成29年7月-9月■平成29年4月～6月

l l



(注)速報段階 (平成30年3月)の租集計を用いた値であり､都道府県による督促対応が十分に行われる以前の状況である｡
各都道府県の督促の実施状況については次回以降のWG資料に掲載する予定｡
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零 堪未報告医

療機関の施設数120100806040200 (注)速報段潜 (平成30年3月)の粗集計を用いた億であ

り､都道府県による督促対応が十分に行われる



(参考)病床機能報告の報告率の経年比較
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(参考)病床機能報告の報告率の経年比較

[牽 可 因 平戯 8年度報告の報告率 (速報段- - ) 園平戯 9年度- の幸陪 率 (逮- PEa･もの-
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(平成30年3月末時点)

･過去1年間 (27年7月1日～28年6月30日)に一度も患者を収容していない病棟であって､ E]診療所ヽ d=⊂コ
ロ LO ■病院
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(参考)非稼働病棟の減床事例

(減床済み) H28年病床機能報告での報告以降の例

都道府県 設置主体 医療機関名 許可病床数 うち非稼働病床 減床数(予定数)

対応年月山形県 ＼立 A病院 360 4
5 60 H30.4栃木県 間 B診療所

19 19 19 H29.6昌山県 ＼立 C病院 109 49 49 H30
.2川県 間 D病院 29 5 95
H28.10川県 ＼立 E病院 628

43 3 H30.1口歌山県 ＼立 F病

院 27 56 26 H29.5口歌山県 間 G診療所 1 19 19H29.
12口歌山県 間 H診療所 19 19

19H29.12口歌山県 間 Ⅰ診療所

3 3 3 H29.3□歌山県 ＼

立 〕診療所 2 2 2 HZ9.4口歌山県 間 K診療所 19 19 19H29
.ll口歌山県 ＼立 L診療所 2 2
H29.3島根県 ＼的等 M病院

301 48 48 H30.4愛媛県 問 N病院 401
31 31H28.10媛県 間 0診

療所 19 19 19 H29.3岩崎県 間 P診療所 19 19 19 H30.4

呂崎県 間 q診療所 2 2 2 H30.

3(今後予定されているもの)斤潟県 ＼立 R病院 99 39 39H30予定
昌山県 ＼立 S病院 190 41 41H

31.3予定野県 ＼的等 T病院 41
47 47H30中予定野県



(参考)非稼働病棟の病床数の経年比較

平成28年度と平成29年度の病床機能報告における非稼働病棟の病床数を単純に比較したもの｡

圏 平成28年度 (注 :p7の値と同じ) 圏 平成29年度 (速報段階のもの)
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過去1年間 (X-1年7月1日～X年6月30日)に一度も患者を収容して



(参考)非稼働病棟の病床数の経年比較

平成28年度と平成29年度の病床機能報告における非稼働病棟の病床数を単純に比較したもの｡

因 平成28年度 (達観段階のもの) 因 平成29年度 (速報段階のもの)
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lプラン策定状況 l◆公立病院(新公立病院改革プラン

)I 議論
の
実施率 l 駈公立病院 (新公立病院改革プラン
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0% 静公的病院等 (公

的医療機関等2025プラン) (平成30年3月未時点)



(参考)議論を開始していない都道府県における今後の予定等

体的な手法は記載されていなか

ったこともあり､該当する記載内容が構想の内容と整合性が図れて催が間に合わなかったため.
公的医療機関等2025プランについて､病院のプラン作成作業期間も考慮すると､調整会議での協
議が間に合わせることが困難であったこと､協議時期等についても､必ずしも通知どおりにいかな
くてもやむを得ない

という見解をいただいたことから､当初より平成30年度に協議を行う方向で進めていたため｡整会議等 (懇話会等) 医療機関が参画 ･協議し､構想区域の将来のあ



〔慮する｡_～【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の

決定への対応】○ 公立病院､公的医療機関等は､｢新公立病院改革プラン｣｢公的医療機関等2025プラン｣を策定し､平成29年度中に

協議すること.○ その他の医療機能のうち､担うべき役割を大きく変事する病院などは､今後の事業計画を策定し､速やかに協議すること｡

○ 上記以外の医療機関は､連くとも平成30年度兼までに協議すること｡【その他

】○ 都道府県は､以下の医療機関に対し､地域医療構想調整会譲へ出席し､必要な説明を行うよう求めること｡

･病床が全て稼働していな

い病棟を有する医療機関 .新たな病床を整備する予定の医療機関 .開設者を変更する医療機関地域医

療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有○ 都道府県は､個別の医療機関ごと(病棟ごと)に､以下の内容を捷示するこ

と｡①医療機能や診療実績 ②地域医療介護総合確保基



=県は.毎年度､地域医療檀想闇整会鍵において合意

した臭仕的対応方針≠具体的対応方針のとりまとめには､以下の内容
を含むこと｡① 2025年を見 据えた構想区域において担う
べき医療機関としての役割② 2025年に

持つべき医療機能ごとの病床数>公立
病院･具体的対応方針について合意した

数000

0000

0

0

8

6

4

2

｢ 岳 三

二三 と

T:)I*とめること｡

>公的医療機関等2025プラン対

象医療機関･具体 的 対 応 方 針 について合意した数

0

0∩)000



異体的対応方針のとりまとめ状況② (構想区域ごと)

山形 村山 2025年の病床数の必要量 - 523 1687 1431 1232

-214 -1395 +731 -30

159 610 573 407

+129 -460 +87 -104

123 442 476 477

ー265 -23 +259 -80

146 696 567 604

2025と2016の差 -1441 -633 +1679

-1213(注)合意済み ｢分子/分母｣施設の分母は ｢新公立病院改革プラン対象病院｣｢公的医療機関等2025対象病院｣｢その他の担うべき役割や機能を大きく変更す

る病院｣とした｡18 医政局地域医療



具体的対応方針のとりまとめ状況③ (構想区域ごと)

石川 能都中部 2025年の病床数の必要量 - 108 417 325 425

+56 -563 +173 -101

16 129 181

十 16 -131 +72

5 5 423 577 386

5 5 -413 +330 -296

5 8 8 1691 1502 871

⊥782 -737 +864 -340

2025と2016の差

76 333 38

+58 -365 +199 -338

(注)合意済み ｢分子/分母｣施設の分母は ｢新公立病院改革プラン対象病院｣｢公的医療機関等2025対象病ぬ ､｢その他の担うべき役割や機能を大きく変更する病院｣とした.

19 医政局地域医療計画課調べ (精査中)



具体的対応方針のとりまとめ状況④ (構想区域ごと)

長野 佐久 2025年の病床数の必要量 -

2025と2016の

193 733 494 334

+112 -517 +245 -135

215 719 5 10 289

-203 + 319 -63

119 432 38 1 221

-39 -183 + 12 2 -58

129 555 416 238

-3 -352 +207 -87

14 58 40 26

+14 -153 +40 -22

(注)合意済み ｢分子/分母｣施設の分母は ｢新公立病院改革プラン対象病院｣｢公的医療機関等2025対象病院｣｢その他の担うべき役割や機能を大きく変更する病院｣とした｡

20 医政局地域医療計画課調べ (精査中)



具体的対応方針のとりまとめ状況⑤ (構想区域ごと)

長野 松本 2025年の病床数の必要量 -

2025と201

二二車重｣｣｣j些｣二二｣墜 二｣E頭重≡=二両噂
503 1432 1098 562

-310 -640 +690 -129

36 197 108

2025と2016の差 +36 _116 +10

543 1634 1196 1047

-86 -1029 +762 -345

182 58

+42 -21 +42 -41

20 186 271 182

■12 -44 +109 -110

(注)合意済み ｢分子/分母｣施設の分母は ｢新公立病院改革プラン対象病院｣｢公的医療機関等2025対象病院｣｢その他の担うべき役割や機能を大きく変更する病院｣とした｡

21 医政局地域医療計画課調べ (精査中)



異体的対応方針のとりまとめ状況⑥ (構想区域ごと)

静岡 駿東田方 2025年の病床数の必要量 -
零寧章撃璽寧■ ■郡 1- - ■準 寧 『芦 室桓 蔓室室 Ⅷ 謂 ∈叫

609 1588 1572 1160

-130 -1509 +916 1617

282 877 989 347

-389 -369 十542 -292

25 157 175 106

+25 -232 +133 -116

27

2025と201

府
974 899 860

-276 1444 +376 -477

328 937 879 1064

-468 1642 +444 -728

(注)合意済み ｢分子/分母｣施設の分母は ｢新公立病院改革プラン対象病院｣｢公的医療機関等2025対象病院｣｢その他の担うべき役割や機能を大きく変更する病院｣とした｡

22 医政局地域医療計画課調べ (精査中)



具体的対応方針のとりまとめ状況⑦ (構想区域ごと)

愛媛 新居浜･ 2025年の病床数の必要量
西条

196 826 677 648

+152 -875 +401 -55

119 682 708 430

2025と2016の差 +96 _696 +495 _334

781 1995 2067 1836

-1296 -1028 +1066 -832

120 41

+90 -631 +173

372 1168 1430 855

十266 -1539 +654 -567

(注)合意済み r分子/分母｣施設の分母は ｢新公立病院改革プラン対象病院｣｢公的医療機関等2025対象病院｣｢その他の担うべき役割や機能を大きく変更する病院｣とした｡

23 医政局地域医療計画課調べ (精査中)



異体的対応方針のとりまとめ状況⑧ (構想区域ごと)

佐賀 東部 2025年の病床数の必要量 -

2025と2016の

31 286 472 559

+23 -147 +194 -476

101 378 269 437

+86 -380 +31

32 171 244 272

十32 -327 +86 -192

161 635 684 521

+91 -772 +373 1494

(注)合意済み ｢分子/分母｣施設の分母は ｢新公立病院改革プラン対象病院｣｢公的医療機関等2025対象病院｣｢その他の担うべき役割や機能を大きく変更する病院｣とした｡

@ 医政局地域医療計画課調べ (精査中)



第 1 3 回 地 域 医 療 構 想 資料仁 一2

に 関 す る W

G平 成 3 0 年 5 月

1 6 日茨城県における地域医
療構想の進捗

について(主に病院再編の事例を中心に)



○全般的に平坦で可住地面積が広いという地形的な特徴や

東京と近い立地条件を背景に,工業･農業等がバランス良く



○医療機関の人口10万人当たりの施設数及び病床数

はいずれも全国平均以下○深刻な医師不足及び医師の地域偏在人口10万人当たりの医師数は全国ワースト2位,二次医療

圏別の最大格差は4倍以上○可住面積が広く,集落と小規模な医療機関が点在｡中核病院は県央と県南に集中
｡○医科大学は筑

波大学(国立)のみ(S48-)○水戸医療圏とつくば医療圏を除き,他県や他医療圏への流出過多がみられる.I

(参考1)人口10万人

対医師数人

都連府爪別仰35

03曲25

0200柑0ー

印500 事

均251.7全国平

189,8 県

IH28年医師･歯科医師.薬剤師調査(厚生労働省) 4 1 0 ,4

51.7 238.3

218.

154.8 17
1.4 140.

1 .



○筑波大学は,本県唯一の医育機関であり,県内に在籍する医師の約3分の1は筑波

大学関係者｡地域への計画的な医師派遣を行い,地域医療体制の充実を図ることが

期待される｡○平成21年度に設置された地域枠により,今年度までの間に累計169名が入学

した｡(うち卒業した28名が県内の医療機関で勤務)【医師の養成･確

保】基幹医療疏床教育能力の向上一･亡=コ

･-医療提供体制の構築･最適化

に寄与(参考1)筑波大学地域枠入



○構想区域は9つの二次保健医療圏により設

定｡区域ごとの人口は約20-50万人程度地域医療構想区域

● 主な中郷 等 ､濁 鵬 ■■ ■ 暇 司

馬避l 常 陸 太 田.ひたちなカ1- e♭ 日立総合東映∫竿 当 叫 1 1

日立県西総合ホ暁

l J- ｢ く 上 水 戸 ト [二麺 垂車
重釘∫

∫総合内院｢~~~京声画面示房｢水戸赤十字

ホ映↑★- J 帯び rll軒爾 ~

｢愛 筑 暁メ_______二 声
監 __コ l言 ′十 ､

二二L__圭担 堕し_｣

＼二㌔ 1ヽ▲ I 無濁し岸古河一坂東 l
土浦 l 鹿行l

筑波大学附A*玩l つ ば . ひく】 千 , W.ヽ

タ- I t十■i一 Jや甜

~r - 塾 .取手.竜ヶ崎､

､､ゝ 区域 市町村数 人口

必要 許可(人) 病床数(床) 病氏数(戻)

一日27) (H37) (H25)水戸 6 468,040 4,478 5,690

日立 3 259,104 1′850 2′

888常陸太田.ひたちなか 6 360′612

2′112 2′711鹿行 5 274,56

8 1′265 2′036土浦 3 258,



○ 新公立病院改革プランについて,調整会
議での議論を開始した病院数/プラン策定対象病院数
(平成30年3月未

時点)5

E3議論未開始

丁経

論開始r :::_;_:-i J水戸 ○ 公的医療機関等2025プ

ランについて,調整会議での議論を開始した病院数/プラン策定対象病院
数(平成30年3月末時点)

76 m

に1-#享食卓招日立軒ひ鼠 施 園 田 卦下田 口 は策定対象病淋 し 0 I議論開始水戸 日立 常･ひ 鹿行

土浦 つくば 取･竜○ プランの活用について【協議の進め方】･各医療機関の｢今後の方針｣が構想区域の将来の方向性と合致
するかの確認･構想区域の｢課題｣に対応する各医療機関の具体的な取組に



【医療資源の状況】人口10万人当たりの一般病床数は温良最王

捜【受療動向】他県

や他の保健医療圏への依存率が高い【医療提供
体制】公立2病院が急性期医療を担ってきたが,医師不足

等の理由により,診療機能が縮小｡

経営も悪化｡公
立2病院と民間病院の再編により医
療提供体制の強化(

参考1)一般病床数-般満床敷ホ院 .人口10万人当たりの( ) -般病床数全国 894,

216 706.3茨城県 18′850 645.

1鞘 半 管 lr-｢平成26年医療施投網査｣TF生労働省 (参考2)受療動向 来生軒六+..+ -J 盈珊T三:/:/榔糾‡芸悪童蓋霊捗㌔-:;､∴こ髄熊‥:=/;/3さニ…洋三,うう然顛熱さ;I;'乱立eI小山;町 級.3+…美章～……喜弓:ミ…≡;1筑西市民TL十一 ■､勺くて

V､まミミを…<;;):∴:∴常鰍:≡ミ≡:.暁[:茨J川棚メ手イ加地ンタ-.＼
キ.三ち驚き汁::://::㌔:/…こ ､′/

I-i A/VゝY::汀三十 ､､､.≡.淡郷 ､ち∴. ･r:rノバ<A/:′､㌍鋤/;;/≡.:.茨**:;:.
;ふ縫 奉.､を､雄 蕪 …:適 畿//I;し三.∫ハ三㌔;/;/iW かー '～=暫 ごSや t/韓縦三筋を

夏毛婆亨i;ぎ怒;ぎミ珊狩野≡ミ

;;:≧(参 考 3 )公 立 2病 院 の 概 要

rH29年 現 在 )病暁名 洪西市長病陵

れ酉輸全病院 LL1王病院所在地 筑西市 桜川市 桜

川市M殻着 筑西市 県西総合病排組

合 民ryl親gt
般173床 般253床撫兼 4O床



当該地域において二次救急医療までを完結(参考1)新病院の概要 H

21 茨城県地域医療再生

計画に新病院整備を位置付けHZZ 当該地域における医療提供体制あり方
検討会議⇒建設場所の問題でまとまらず

H23 東日本大震災の被災等もあり.公立2病院の統合に

両市基本合意スキーム,建設場所,病院機能等について粁

余曲折⇒県,両市

の勉強会を実施(10回開催)H76 民間病院を含む3病院のスキームについて両市

合意H27 ･基本構想策定･基本



○茨城県西部メディカルセンターに筑波大
と自治医科大合同の臨床教育センターを設置○筑西･下妻地域医療構想については
,
平成30年10月の新病院開院以降
,
地域の受療

動向の変化に応じた機能別必要病床数

の見直しを行う(参考1)H30年2月1日茨城新聞榔申域碍床教育センチ-設単にや筑西帝､筑波大､自治医大

センタL新設へ調印(参考2)筑西･下妻地域医療構想区域における必要病床数の推移

と許



【医療資源の状況】人口10万人当たりの一般病床数は県内で低い水準

【受療動向】他県(千葉県等)や他の保

健医療圏への依存率が高い【医療提供体制】深刻な医師不足を背景に,公的病院が休眠病床を抱え,

二次救急医療を十分に行えていない｡経営も悪化｡2病院の再編統合により

医療提供体制の強化(参考1)一般病床数r平成26年医療施設調査JFF生労伽省 (参考2)受療動向神栖市民の入院先芸話題 ㌫

三畿 詫 言票,%7i%%.'諾 慧 諾 6忍

平成26年度神栖市国民健康保険レセプトデータ等 茨城県 ′､㌻Ⅰ白十･㌢i=.千葉

県∴∴

なめがf二地域医療センターl…;;:…

き;;葱惑乱耗合病蘇震潤 ｣!些里垂準星｣;::

…≡て≡-:～:≡:～･.13-.- =.こ

-/:､∴Ⅶ(参考3)2病院の概要(H

29年現在)病旋名 神栖許生重病排 &A労災薪炭朋故者

JR規財田済生会 労伽者鍵康安全機桝親稚
-般179床 8630まで300床(うち86床



【概要】2病院を再編統合し,医療資

源を集約化,I " " +
" - ､ 1神栖済生会病

院199床 ]I ⊥コ

コレトI(H28

.6.30までは300床):]計378床 l ■神栖済生会病院本院350床分院 10床戸I.)rOJイ

ヽ1､ (H28･6･30までは479床)ノー ー ■ _ rIIIrI - I一 一 】1_ _ ■′

【概算費用】本院整備 7,716百万円(うちH30施工分344百

万円)分院整備 345百万円(全額H30施工分

)※H30における県･市の支援額県 172百万円(補助率1/4

)市 230百万円(補助率1/3) 時期 内容

H26-27 H25の鹿島労災病院の医師大量退職を受け､神栖市､済生会病院､労災病院が中心となって議
論するが具体的な方向性のとりまとめに

至らずH28.5 ｢鹿島労災病院と神栖済生会病院の今
後のあり方検討委員会報告書｣※再編の

必要性や再編の基本的な考え方等H
28.7 ｢再編統合協議会｣及び｢再編統合準備室｣設置※再編案や再編統合後の医療体制等について

協議H28.ll.- 住民説明会の開催

H29.4 ｢再編統合に伴う新病院等整備のための基
本構想｣決定※目指す姿や本院.分院の基本方針等

H29.8 ｢再編統合に係る基本合意書｣締結※労災病院を済生会病院に統合0本院として済生会病院
を増築整備､

労災病院の所在地に分院として診療所を整備H30.2 第5回再編統合協議会※統合時期(H31.4.1)､財産移譲､職員雇用､

県.市の支接について合意H30.6
(予定) ｢再編統合に係る基本合意書

に関する協定書｣締結※統合時期､財



○計479床の2病院を再編統合し､350床の本

院と10床の分院を整備し､医療資源を集約化本院と分院
わし一体となって地域医療を支えていく(医師 .看護師等医療スタッフの調整′電子カルテ等情報

システムの共有化′医薬品等一括購入による経費削減等

)⊂===:コ lq

- 】■ ■Il■ t■ ■l

-■l■l-l■[鹿島労災病院跡地] a
′…l､を弓

≡

二次救急病院 [350床
】(救急医療,入院.手術等を

担う)地域の拠点病院の役割を担う○鹿島労災病院の機能を継承o





【病床転換事業

】○地域医療介護総合確保基金を活用し,回復期病床へ転換する医療機関を支援｡

OH27年度からH29年度までの転換実績は10病院,300床｡転換先と



徳島県における公的病





○



人口 ･ 入院患者数の変化 【東部

】○ 2025年までの人口の変化率は､総人口で0.93､65歳以上で1.07､75歳以上で1.2
60○ 2025年までの入院患者数の変化率は､総人口で1.09､65歳以上で1.16､75歳以上で1

.240年齢区分別人口(万人) 変化率(2015年基準) 礁嫡 XALL総数1日入院患者数(人) 変化率く2015年基準



人口･入院患者数の変化 【南部
】○ 2025年 までの人口の変化率は､総人口で0.88､65歳以上で0.99､75歳以上で1.1
30○ 2025年 までの入院患 者 数 の変化 率 は ､総 人 口 で 1.02､65歳 以 上 で 1.07､75歳 以 上 で1
.140Il ･･"/,

5-/年齢区分別人ロ(万人) 変化率(2015年基準) 備病 XALL総数1暮ヨ入院患者放く人) 変化率(2015



人口･入院患者数の変化 【西

部】○ 2025年事での人口の変化率は､総人口で0.83､65歳以上で0.96､75歳以上で0.
940○ 2025年までの入院患者数の変化率は､総人口で0.93､65歳以上で0.97､75歳以上で

0.960IEAJt■■p朋 E三ご _ __

年齢区分別人口(万人) 変化率(2015年基準) 瑞痢 XALL総数1日入院

患者敷く人) 変化率(2015年益雄)=26濃密調査･入統覚奴率(金国y故人研人口推鮒tこ麓づく簡易凍入陳愚沓推計-kisbikaw@ncc,gojp虎魚/15触 激15･64歳



病床機能報告による病床数と将来の病床数の必要量の比較 【真

部】○慢性期から介護医療院への転換

が進む○調整会議の議論の関心は､在宅医療の提供体制をどのように整備

していくか2,547

6,123

二二二二二二

1,605

2

016病床機能報告 6

2025病床数の必要量

&高度急

性期急性



病床機能報告による病床数と将来の病床数の必要量の比較 【南

部】○8市町に公立 .公的合わせて
9病院○調整会議の議論の中心は､救急医療 (2次)の提供体制をどのように整備

するか2016病床機能
報告 7 2

025病床数の必要量 月高度

急



病床機能報告による病床数と将来の病床数の必要量の比較 【西

部】○医師の高齢化や廃業

が進む○調整会議の議論の中心は､地域の医療提供体制をどのように維持

していくか1,400 1,1ごつ

1,263冨
冨冨冨 ;蒜…1.200

1,0081000 410

-2016病床

機能報告 8
2025病床数の必要量 ■高度

急



医療施設従事医師

数○ 本県のH28人口lO万対医療施設従事医師数は.315.9人で全国第l
位.○ でもほんとにそうなのか?



面積あたり医療施設従事医節

数○ 人口あたりでは1位でも､面積あたりでは29位の水準(全国平均以
下)o○ 指標のあり方で見え方

も異なる○L 仁 二

二 = 二 二二二2 京都府

314.94 東京都 30

4.245 千葉県 18

9.947 埼玉県 160



医師の地域偏在は拡

大○ 東部圏域に医療施設従事医師の77.5%が集
中o○ 人口10万対医療施設従事医師数でも東部圏域(349.7)と西部圏域(200.0)との差は年々



医師の高齢化も深刻

○ 医療施設従事医師の60歳以上の割合(32.白%)が､全国(25.1%)と比べて高く
､平均年齢(52.0歳)も全国平均(49.6歳)より2ポイント以上高

いo○ 病院､診療所とも平均年齢は全国平均との帝雛が進み､医師の高齢化の進行は深刻な

課題にo年齢階級別医師数と平均年
齢(病院)1BOD(人L----一触-d (義)4

8900H14 H16 H18 Hz0 日22 日24 Hz6

Hz81地軸韓29歳以下 群～ 30-39 淵 40-49 閤

50-59- ■60-69 - 70歳以上 ー 平均年齢 ー 全国平均年齢

12

nU

9

6

6

559年齢階級別医師数と平均年齢

(診療所)H14 H16 H18 H20 Hz2 H24 H26

H28桝 29歳以下 開 30-39 Ⅶ 40-49 gji芸哲男

50-59- 60-69 - 70歳以上 ー 平均年齢 + 全



○ H28.10
.24徳島県地域医療構想策定○ H29.3.9-16H28第3回地域医療構想調整会議(東部.南部.西部

)H29年度4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3国 H30.2.7Hd!㌫ 長通知 品 競 赦 面紳 細 .認 諾 諾 悪 賢 ついて地 域医療構想を踏まえたr公的医 地 域医療構想調整会諸の進め方にH

30.2.23療機関等2025プラン｣について 関する留意事項についてB2;gB2;療計醐 務連絡 望豊 認 諾 医療機関の調 器 整 tTL=tT.I+認 諾 温 讐 讐 報告にお 品 議.㌫ 構想に関するwG H30.3.27(回復期を担う病床が大幅に不足し ,地域
医療構想の進め方に関する護 チ諾 芸慧 謡 悪 霊慧地域

包括ているわけではない) 潤 の整理 ケアシステムの構築のための有床

診療所の在り方について徳島県

調整会謙 H29.10.13-19OH29第

1回調整会議(3圏域)㌔

･地域医療構想について･H28病
床機能報告の結果について･公的医療機関等2025プランについ H3

0.3.26て ○西部(三好)wG
･運営要領について .地域医療構

想について･H28病床機



地域医療構想調整会≡議における議論の状



公立病院 ･公的病院の議論の

状況○新公立病院改革プランと公的医療機関等2025プランは､全ての対象医療機関が説明
を終了○今年度､具体的な議論に向けて着実に進め

ていく予定部 3 3 議論中 5

5 議論中西部 3

3 議論中 o O 議論中■プランの活用
について○協議の進め方

･策定対象病院の院長等が調整会議へ出席づ ランの説明

･調整会議委員から質疑○スケジュール･東部圏域は29年1
2月に議論を開始･南部･西部圏域は30年1月に議論

を開始■今後に向けて今年度､具体的な議論に向



｢



検討に至った背景

○ 両病院の課題解
決○ 阿南市のまちづくりとして地域包括ケアの中心となる基幹病院の必

要性○ 徳島県全体の公的病

院の再編 ･

:辛棚 晦漉

5,㌔比較p.A .広義品

巣癌陸 棚 脚☆ 阿南医師会中央病院
(現･阿南中央病院)

p-Ⅶ二二二二二二

二･･.:.】ヨ※阿南医療センターは阿南



H21.



検討過程での課題

○ 両病院は異なる運営主
体○ 統合にかかる巨額の

事業費○ 阿南共栄病院はJA徳島厚生連､阿南医師会中央病院は阿南市
医師会が運営主体で､経営理念や運営形態が異

なる｡⇒ 叩可南市医師会､JA徳島厚生連及び阿南市の
3者で､r阿南中央医療センタ-(仮称)設立に向けての覚書J
を締結.｢阿南市医師会は､阿南医師会中央病院の土地､建物等の資産及び経
営権等をJA徳島厚生連に誇り渡す事とし､その時期及び方法等については､今後､3着が協譲を行う

｡｣･阿南市医師会が､中央病院の資産(一部用地を除く)及び
経営権をJA徳島厚生連に

譲渡｡○ 統合にかかる総事業費は約10
5億円｡(当初は98億円｡建設需要の高まり等により､建設工事費が増額

｡)ラ ･阿南市が総額41億円を上限とし
て補助｡･地域医療介護総合確保基金を活用し､徳島県が総額35億円(予定)を補助｡



JA徳島厚生連 ｢阿南医療センタ- ｣

階層図 こ:://:/ヘl.梯≠t.舶 階

.,強練S

I 叫 I -蜘二 ∴ 叫 ｣ 靴ンタ一 一餅 *

叫 ] 叩

---
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実施計画における狙い･

特徴○ 両病院の機能の
集約化○｢地域完結型医療提供体

制｣の実現○ 両病院が有していた､｢地域医療支援病院｣､｢救急
告示病院｣､｢災害拠点病院｣､｢臨床研修指定病院｣などの

機能を継承｡･阿南市医師会員診療施設との連携を密にし､病診連携.病病
連携を推進｡･24時間･365日の患者受入

体制の整備｡･大規模災害に備えた｢屋上ヘリポート

｣の整備｡○ 両病院の有する
病床を集約｡(共栄 343床､中央229床 う 阿南医療センター

398床)○ 南部医療圏の医療機関で初となる｢緩和ケア病棟｣

の導入｡○ 集中的なリハビリテーションによる早期の回復や在宅復帰を目指
すとともに､訪問看護や訪問リハを充実化｡



今
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1 6 日2.地域医療構想調整会議の活性化に向



①地域医療構想調整会議の体制の充実 ･強化
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第11回地域医療構想に
関するWG 資料ト 1

医療法の規定

第30条の14都道府県は､構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに､診療に関する学識経験者の
団体その他の医療関係者､医療保険者その他の関係者との協議の場を設け､関係者との連携を図りつつ､医療計画にお
いて定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項に
ついて協議を行うものとする｡

2 関係者は､前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合には､これに協力す
るよう努めるとともに､当該協議の場において関係者間の協議が調った事項については､その実施に協力するよう努めなけ
ればならない｡

地域医療構想調整会誰の協議事項

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

｢地域医療構想の進め方について｣(平成30年2月7日付け医政地発0207第1号
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)より

○ 都道府県は､毎年度､地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること｡

具体的対応方針のとりまとめには､以下の内容を含むこと｡
① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

○ 公立病院､公的医療機関等は､｢新公立病院改革プラン｣｢公的医療機関等2025プラン｣を策定し､平成29年度中に
協議すること.

0 その他の医療機関のうち､担うべき役割を大きく変更する病院などは､今後の事業計画を策定し､速やかに協議する
こと｡

○ 上記以外の医療機関は､遅くとも平成30年度未までに協議すること｡

【その他】

○ 都道府県は､以下の医療機関に対し､地域医療構想調整会議-出席し､必要な説明を行うよう求めること｡
･病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ･新たな病床を整備する予定の医療機関

･開設者を変更する医療機関 2



地域医療構想調整会議の体制① 参加者の構成

○ 地域医療構想調整会議の参加者は､様々な主体から構成されているo
○ 学識経験者の立場として参加している大学関係者の割合は9%と少ない

o団体別にみた地域医療構想調整会議への参加状況

図参加していない構想区域 F参加している構想区域
1
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地域医療構想調整会議の体制② 議長

○ 地域医療構想調整会議の議長は､郡市医師会が担っている区域が全体の71%､行政が担っている区域が全体の

23%となっており､郡市医師会が担っている区域が最も多いo

25

20

15

10

5

0 - - 怒座長なL,粥その他 (地域網病院長1学識経験者■行政 (保健所期行政 (保健所■郡市医師会■都道府県医師 包以)

Iタ舌一I)読会会長 等)

着 汁 L



地域医療構想調整会議の体制③ 事務局

○ 地域医療構想調整会議の事務局は､都道府県 (本庁)以外が担っている区域が全体の74%､都道府県 (本庁)
が担っている区域が全体の25%となっており､都道府県 (本庁)以外が担っている区域が最も多い

○- ■-■ -■-■- -■■ ■- -■■■ ■書■■区市町村区市町村都道府県都道府県 (((( TT所))所)) ■

H IJ J 州 Iw I 料 州

事誤 漂 浪 志 望 当選 誤 壷 監 紺 堤 高琵 晶=lp 遠 望 鞄 巻 露 悪 冊 浅 葱 苧 環 選 言 塞蓋 違背∃避 高
志 雇 霞 等 藁 姦 繋 志 望 賛崇



議論活性化のための取組① 佐賀県の例

○ 佐賀県では､構想区域ごとの地域医療構憩調整会議とは別に､県単位の調整会議を設置しているo
○ 県単位の調整会議には県医師会等が参加 し､地域医療構想に対する基本的な協議方針等について議論することと
しつつ､構想区域ごとの調整会議の座長や基幹病院の代表者が両者の構成員を兼務する形式とすることで､問

題意識の共有が図りやすい環境を構築して

いるo佐賀県地域医療構想調整会議の構

成 三 三 …○県調整会韻は､地域医療構想に関する協議方針など全県的事項を協誠｡構想区域分科会は､個別具体的な協議
を実施｡○協議の要である分科会座長 (郡市医師会長)と基幹病院長の多くが､県調整会紙と構想区域分科会の双方
に参加｡問題意識の共有などが図りやす

い構成｡○構想区域分科会は､医療計画作成指針上の r圏域連携会犠｣の性格を併せ持ち､地域における医療提供体制全
般を協議できる

と整理｡佐賀県 議 長 :県
医師会長､地域医療構想調撃会議 副議長 :
県健康福祉部長構成員 :県医師会副会長､全郡市医師会長､病院協会代表､有床診

療所協議会会長､特定機能病院.地域医療支援病院長5名､歯科医師会長､薬剤師会長､看護協会長､

保険者協議会会長その他 :全日病副

会長がオブザーバー参加中部構想区域分科会 座 長 :郡市医師会長のうち1名 ,
副座長 :保健福祉事務

所保健監東部構想区域分科会 構成員 :郡市医師会長､病院協会代表､有床診療所協

議会代表､特定機能病院長､地域医療北部構想区域分科会 重崖痕院長､自治体病院長等､郡市歯科
医師会代表､郡市薬剤師会代表､看護協会代表､保険者協議会代表､介護老人保健施設代表､全介護保険

者 .市町介護保険担西部構想区域分科会 当課長その他 :協議事二頃に関係する病院長､オブ



議論活性化のための取組② 佐賀県の例

○ 奈良県や佐賀県では､事務局において､ ｢関係者との意見交換｣｢データ整理｣ ｢論点提示｣をしっかりと行う
ことで､地域の関係者による自主的かつ実効的な議論を喚起している○

医r対話と膚頼｣なくして､地域医療構想の推進
森し1 県医師会等と rデータと悩みを共有｣､ ｢顔か見える｣から｢腹を割って話せる｣
関係○節目節目で関係者に状況説明し､論点を

整理○○病院協会等主催で医療圏ごとに r病床機能分化に向けた2025年戦時を考える集い｣を開催 (H2
8- ) .･参加者は､理事長 .院

長等経営層･県からの説明 (初期は人口問題中心)+意見交換会により､問題意識を行政 .医療
関係者で共有○医師会､医療法人､医業経営コンサル､看護協会､介護関係者主催研修会

等に積極派遣o･調整会議以外に､2年間で延べ50回以上の懇談会､研修会､.意

見交換会等を開催2 地域医療構想は人口問題から考える天気予報 (H29.6.22厚労省地域医療構想W
G佐賀県提出資料)○行政は ｢予報精度の向上｣､医療機関は ｢立ち位置の決

定｣という役割分担o○人口増加対応 .病院完結型から､人口減少対応 .地域完結型へ
のソフトランディングo○データの海に流されないよう､病床機能報告のダイジェスト版を

整理するなど入口を重視o3 調整会議での協議が進むよう､現
場課題にあった論点を明確化○地域医療構想との整合性は､病床数との整合性ではなく､地域完結型医療

(理念 .価値観)との整合性○○一般論や他事例の情報を収集しつつ､ r佐賀の実情｣
にあった論点整理と協議の展開o○人口減少は現実に進行中であり､手遅れにならないよう､



議論活性化のための取組③ 奈良県の例

(再掲)○ 奈良県や佐賀県では､事務局において､ ｢関係者との意見交換｣｢データ整理｣｢論点提示｣をしっか
りと行うことで､地域の関係者による自主的かつ実効的な議論を喚起している

○徹底監したr見える化J 一 れまでに実施した意見交換会

軸 の赫 離,蜘 朋で舵に頬するなど､医療ニーズ確 広田コ ぬ
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○ 地域医療構想調整会議の参加者は様々な主体から構成さ
れており､議長は郡市医師会が担っている区域が71%と最も多くを占め､事務局は都道府県 (
本庁)以外の保健所などが担っている区域が74%と最も多くを占めている｡このため､都道府県が､地域医



<都道府県主催研修会の開催支援>
○ 地域医療構想の進め方について､関係者間の認識を共有するために都道府県主催研修会を支援

<○ (主催) .都道府県 (都道府県医師会との共催も可

)(研修内容) .厚生労働省が実施する研修会と同様のプログラムで実施するこ
とを推壁(行政説明､事例紹介､ゲル-プ

ワーク等)･行政説明については､都道府県からの求めに応じて､厚生労働省

担当者を派遣(対秦者) .地域医療構想調整会議の議長､

事務局､参加者(その他) .研修会の開催経費は､地域医療介護総

合確保基金を活用地元に密着した ｢地域医療構想アド
バイザー｣の育成>地域医療構想調整会議の事務局を補完するために､地元に密着した ｢地域医療構想アド

バイザ-｣を育成(位置付け) .厚生労働省に ｢地域医療構想アドバイ

ザー組織 (仮称)｣を設置(役割) .都道府県の地域医
療構想の進め方について助言･地域医療構想調整会議に出席

し､議論が活性化するよう助言(選定方法) .国が､
都道府県の推薦を踏まえて選定≡ (｢地域医療構想アドバイザー｣は､都道府県ごとに

複数人を選定することも可とする)l≡ .都道府県は､選定要件を参考に､都道府県医師会と協議しながら､大学 .病院団体等の意見

; も踏まえて地元の有識者を推薦l:(選定要件) .地域医療構想､
医療計画などの制度を理解していること .: .医

療政策､病院経営に関する知見を有すること≡ .各種統計､病床機

能報告などに基づくアセスメントができることl: (その他) .国は､ ｢地域医療構想アドバイザ-｣がその役割を適切に果たせるよう､研修や､事

例及び: データ提供など技術的支援を実施.: .｢地域医療構想アドバイザー



①地域医療構想調整会議の体制の充実 ◎強席監

②新公立病院改革プラン及び牟立医療機関等2025プラン
対象医療機関 (公立 ･公的病院等)を中心とした機能
分化 ･連携の推進

ll



｢地域医療構想の進め方について｣
(平成30年2月7日付け医政地発0207第 1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)

1. 地域医療構想調整会議の進め方について
(1)地域医療構想調整会議の協議事項
(略)
ア.個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応
(ア)公立病院に関すること
病院事業を設置する地方公共団体は､ ｢新公立病院改革ガイドライン｣ (平成27年3月31日付け総財準第59号総務省自治財政局長
通知)を参考に､公立病院について､病院ごとに ｢新公立病院改革プラン｣を策定した上で､地域医療構想調整会議において､構想
区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえて､平成29年度中に､平成37(2025)年に向けた具体的対応方針を協議
すること｡協議が調わない場合は､繰り返し協議を行った上で､速やかに平成37(2025)年に向けた具体的対応方針を決定するこ
と｡また､具体的対応方針を決定した後に､見直す必要が生じた場合には､改めて地域医療構想調整会議で協議すること｡
この際､公立病院については､

① 山間へき地 ･離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の提供
② 救急 ･小児 ･周産期 ･災害 ･精神などの不採算 ･特殊部門に関わる医療の提供
③ 県立がんセンター､県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高度 ･先進医療の提供
④ 研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能
などの役割が期待されていることに留意し､構想区域の医療需要や現状の病床稼働率等を踏まえてもなお①～④の医療を公立病院に
おいて提供することが必要であるのかどうか､民間医療機関との役割分担を踏まえ公立病院でなしナれば担えない分野へ重点化されて
いるかどうかについて確言忍すること｡

(イ)公的医療機関等2025プラン対象医療機関に関すること
公的医療機関等2025プラン対象医療機関 (新公立病院改革プランの策定対象となっている公立病院を除く公的医療機関等
(医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設する医療機関をいう.以下同じ｡)､国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設
する医療機関､地域医療支援病院､特定機能病院をいう｡以下同じ｡)は､ ｢地域医療構想を踏まえた ｢公的医療機関等2025プ
ラン｣策定について (依頼)｣ (平成29年8月4日付け医政発0804第2号厚生労働省医政局長通知)に基づき､公的医療機関等20
25プランを策定した上で､地域医療構想調整会議において､構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえて､
平成29年度中に平成37(2025)年に向けた具体的対応方針を協議すること｡協議が調わない場合は､繰り返し協議を行った上で､速
やかに平成37(2025)年に向けた異体的対応方針を決定すること｡また､具体的対応方針を決定した後に､見直す必要が生じた場合
には､改めて地域医療構想調整会議で協議すること｡
この際､構想区域の医療需要や現状の病床稼働率等を踏まえ公的医療機関等2025プラン対象医療機関でなければ担えない分野
へ重点化されているかどうかについて確認すること｡
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公立 ･公的病院等に関する取組① 和歌山県の例

○ 和歌山県では､平成28年に ｢地域医療構想と公的病院のあり方｣をまとめ､地域ごとに公的医療機関の再編 .
ネットワーク化の方向性を示す等の取組を進めている○

※下の和歌山県の発表スライドは､議論の参考として病床機能報告の結果と将来の病床数の必要量を単純比較した

もの第 9 E]地 域 医 療
構 想に 関 す る

W G那賀構想区域 平 成 2 9年 1 1月 2

0 日田 2025年の病床数の必要量 鱒 (芸芸芸悪露冨' I'芸諾芸悪霊芸' (※)題
欝 は､構本構想区域 有田構想区域 (平成28年7月1日現在
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第9回地域医療構想
に 関 す る W G
平成29年11月20日



公立 ･公的病院等の病床数と ｢将来の病床数の必要量｣との単純な比較

○ 各構想区域における公立 .公的病院等が選択した医療機能別の病床数 (2017年時点)が､構想区域全体の将来の
病床数の必要量 (2025年)に既に達している構想区域が複数あるO.

(汝.)満席機能報告における医療機能の溝駅の仕組みと.地域底療構想における将来推計の仕組みは異なるが.
義論の参考としてあえて単純比較を行った

もの｡公立 .公的病院等の既存の病床数が､ ｢将来の病床数の必
要量｣を既に超えている構想区域 (4つの医療機能別に比較した場合)

｣ ■ -(平成29年度病床機能報告の速報段階の粗集計を用いて

算出した場合)⊂コ⊂

コI = l r コ15 (重複を

除



公立 ･公的病院等に関する取組② 奈良県の例

○ 奈良県では､病院の規模､地理的状況に応じて課題や今後の方向性に違いがある点に着目｡
南和地域では､複数医療機関の機能再編に取り組み､一定の効果0

第 8 回 地 域 医 療 構 想
に 関 す る W G

平 成 2 9年 1 0月 2 6 日

● 地域医療構想.新公立病院改革プラン･公的医療機関等2025プランの策定等を通じて､県と各医療機関が意見交換を
重ね､課題を共有し､改革に向けたディスカッションを行っている0

● 病院の規模や地理的状況に応じて､抱える課題や今後の方向性に違いがあるo

1照 楓 伽 な地 境由雄 …

｢l これまで･現状

y

lこれまで･現状I . 奈良県には大規模の病院が少ないた ! L● 地域内の最大の急性期病臥200- II 人口3万人前後の市.地

域の医痕
を担う急性期病院

日 これまで･現状● 当鼓自
治体内の唯一の急性期病院として
､住民の医療を担ってきた｡● 人口が急

激に減少するとともに､畳匪杢足のため､病院の機能が
大きく低下する傾向｡主産';蒜 二義院

0,'遠義義美盲(7F :● 雷雷芸琵
誌 慧 'T==T=tE濫 造 :機能の集約を含む再編を実施｡ l

l董 : 琵 蒜
工 蒸 惑 翌 日 警護 蓋還 琵 琶誓 書I ている｡ J l 的病院が担う分野は患者が漸減傾向 Ir ● 3万人程度

の人口規模では､基塩艶 暮I ● 一部の高度な機能については､県内 1 1 にあるが､地域にとっては重要性が高 JJ の急性
期病院は成立しがたいb Ir で過剰虚が出てきているが､民間も I I い.また､競合する病院がある場合は 日 ● 仮に更に
規模を縮小して､地域住民 JI 含めた病院間で､各機能の供給の調 l I 重点分野の転換を図りにくいo Il に身近な医療

介護を提供するとしても､I'､ 並を園る手法は舶 していない0 .,I '､● 呈聖 賢 嶋T76TTや集鮒 1,㌦ 医師の鵬 が必須のM o .i-仁 恵歪 怒 誓 '蒜 :義喜r議 -1 .[ 晋慧 琵

して､住民の医療の多くを 日≡ ● 書芸 蓑 …≡ ≡ 主 筆 華 等 _享…Il ご~p':ニ-Jl':,..VrT::l一二｢▲Jrこ
.二_一二二ごT"I I: を促し､実現が図られてきた. , : 重点とする

診療科に差がある｡ ..: 課掛 今後
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I,JmJut 専玉垣.=上､ふ医【 第 8 回 地 域 医 療 構 想に 関

す る W G平 成 2 9年 1 0月 2

6 日再 編 後集約化によ
る急性期機能の

向上3病院の医師数計48.4人 ⇒ 60.8人 (H28.4月時点)

(1.26倍)に対し

救急搬送受け入れ件数2.086件 ⇒4,104件
(H28実績)(1.

97倍)症例集積や研修機能の向
上による若手医師への魅

力南上/ 専門研修
基幹施設(1領域)総合

診療科/ 専門研修連携施設(12領域)

内科､外科､小児科､整形外科､

救急科､脳神経外科､麻酔科､

皮膚科､病理､形成外科

放射線科､総合診療科

/ 基幹型臨床研修指定病

院の指定申請(H31年度の受入を目指す)

病院の役割の明
確化による医局か

らの協力/ 医大医師配置セン

ターから3病院への

派遣人数 (H28.4派遣)● 要請人数 5
2人(25診療科)● 派遣

人数 51人(25診療科)24時間365日の救急体制の
た



再編統合に関する議論の状況①

ーヰ 24構想区域/341構想区域

※議論の途上にある事例も含まれる｡

【再編後の予定】

病院名 設置主体 所在地 許可病床数 壷泰 厳 重…

本棟など国立病院機構弘前病院独)国立病院棉 弘前

市 342弘前市立市.民病院 市 弘前市 250 首等肯 き二重 病院

名 設置主体 所在地

許可病床数 再編予定時期毎 …､桓継 室…病院
独)国立病院機構 弘前市 440′〉450 (調整中)

未定≡a原市立栗原中央病院 市 大崎 .栗 30 ･Ji

'迄≡薄宮城県立循環器 .呼吸 方独立行政 大崎 .栗
9 招 侶⊇E'病センター 法人 .､市立栗原中央丙院 市 桓崎 .栗 3

00 笑 壷 H31.4≡≡凍癖蛍薄撚病床襲牽療蕪

殖 i:;:十線 錬轟妥再 凍畑～…沢市立病院 市 ､′沢市 3

2 諒室…毒三友堂病院 医療法
人 ､′沢市 19 パぞ敬称A等i…辛*

､′沢市立病院 ､′沢市 300撚毒､;喜隻

H35.4≡友堂病院 医療法人 ､′沢市 170

i/7､申栖済生会病院 済生会 申栖市

179 ≡ 86島労災病院 独)労働者健



再編統合に関する議論の状況②

※議論の途上にある事例も含まれる｡

【再編後の予定】

病院名 設置主体 所在地 ≡汗E]｣タ丙床芸文 統合- >......I 病院名 設置主体 所在地 評pJy丙原野

再編予定時期=1-=-

巌 ミなど 巌茨城県 筑西市民病院 市 筑西市 173 茨城県西部メディカ

ルセンター 市 筑西市 250 (調整中) H30.10県西総合病院 市 森川 299

i さくらがわ地域医療センター 市※ 桜川甲 128 (調整中)山王病院 民間 桜川市 79 洋蒸発潜群榊 塀 琴琴紫彩要素や準等頃熊襲碍噺 輝 零筆勢符 ;/≡ミ

≒愛知県 岡崎市民病院 市 岡崎市 715 泊 富 岡崎市居病院 市

岡崎市 (調整中) H31.4

愛知県がんセンター愛知病院 県 岡崎市 226 弱毒汚努≦㌻ぎ野 (岡崎市移管)
岡崎市

県立柏原病院 県 丹波市 303

84柏原赤十字病院 日赤 丹波市 95 県立丹波医療センター (イ反称) 県

丹波市 320 (調整中)

lFH3.県立姫路

循環器病セン?- lヨ 臣路市 35リ鉄記念広畑病院 医療法人 臣路市 392 9< はりま姫路総合
医療センター 県 桓 市 736 (調喪中)

H



再編統合に関する議論の状況②

※議論の途上にある事例も含まれる｡
【再編後の予定】

病院名 設置主体 所在地 許 ロJy丙
床≦駅 号

健勝 秩など公立玉名中央病院 一部事務組合 名市 302

Snm/与ををg/≡.灘玉名郡市医師会立玉名保健医療センター

その他の法人 玉名市 150 藩b児島
医療センター (独)国立病院棉 児島市 37

+管児島逓信病院 =社 児島市 5

横謝辞?

病院名 設置主体 所在地 許｡Jy丙J禾郡 再編予定

時期厳 享3くまもと県北病院 方独立行法人 玉名市

402 (調整中) H33.4･を…う.た.ミ…;, ぎ ～≧貞写33 ≦妻…室妻諾繋ぎ33!W ≧ちぎ :ミ三:㍍-5三

児島医療センター 't欝 病 桓 市 1 5g等筆巻きei照準

H30.4i 繁玩沖縄県立北部病院



○ 各構想区域において､公立 ･公的病院等ごとに ｢新公立病院改革プ
ラン｣ ｢公的医療機関等2025プラン｣の協議が進行しており､各構想区域の医療需要や現状
の病床稼働率等を踏まえて､公立 ･公的病院等



<地域



第 1 3 回 地 域 医 療 構 想 資料3-1

に 関 す る W

G平 成 3 0 年 5 月

1 6 日3･平成30年度病床機能報告の見直し
にフいて(



1.定量的な基準も含めた基準の検討について

2.病床機能報告の項目の見直しについて



前回 (第12回)の本wGでお示しした論点

第 12回 地 域 医 療構 想
に 関 す る W G

平 成 3 0 年 3 月 2 8 日

○ 病床機能報告においては､病棟が担う医療機能のいずれか1つを選択して報告することとしており､
実際の病棟には様々な病期の患者が入院していることから､最も多くの割合を占める病期の患者に提

供する医療機能を報告することを基本としている｡

○ 平成29年度の病床機能報告の結果においては､平成28年度の病床機能報告の結果と同様に､痘産機
能報告の集計結果と将来の病床の必要量とを単純に比較すると､回復期機能を担う病床が各構想区域
で大幅に不足しているとの誤解を生じさせる状況が続いており､病床機能報告制度の改善を図る必要

逆壷亘｡

○ 一部の都道府県では､①回復期機能の充足度を評価するために､平均在棟日数を活用したり､②施
策の対象となる医療機能を明確化するために､救急患者の受入件数や手術件数を活用しており､これ
によって､各構想区域における地域医療構想調整会議の議論の活性化につながっている｡

○ また､平成29年度の病床機能報告の結果においても､高度急性期機能又は急性期機能と報告した病
棟のうち､急性期医療を全く提供していない病棟が一定数含まれることから､地域医療構想調整会議
において､その妥当性を確認する必要がある｡

○ 都



○ 高度急性期 ･急性期機能を選択した病棟について､ ｢具体的な医療の内容に関する
項目｣の実施の有無を確認｡
※ 平成29年度病床機能報告において､様式1で高度急性期又は急性期機能を報告している病院の病棟及び有床診療所のうち､様式2で
以下の項目でレセプト件数､算定日数､算定回数がo件又は未報告と報告された病棟数を算出

汁
･≦/,,::;H,,:<<;<灘祭霊告<与.…<:?/;..;(;5怒/-涌器 :⊆ミ<-ポ-誉

', 地域医療構想調整会議で機能につい
て確認度病床機能報告 医政局地域医療計画課調べ (平成30年4月



1一定量的な基準も含めた基準の検討について

2.病床機能報告の項目の見直しについて



構造設備 .人員配置等# 許可病床

数､稼働病床数(-般.療養別)床､A人A配雷8 k ※病棟全総が非披働である偏食はその理由※経過措t(1床当たり面耕)に該当する病床数算定する入院基本料.特定入院料

主とする診療科

設溌主体部門別職員数(度盛私感f1度鯉､
窄講師､准看護rB +廿育

師､看護補助者､助産師､理学療法士､作業療法士､l当 弘言語聴覚士､
薬剤師数､臨床エ苧士､畠賢慮放射絶技級,.腐慮旗査技師:i.

庶捜巣鷹.ま)DPC群の種類8-抜

;- 塾ーTA,-U覇rlゝ≡茅L:i施設基準届

出状況 (総合入院体制加算､在宅療養支援病院/診療所､在宅療養後方支撲病院)

※在宅療養支援病院である蛾合は書取り件数三次救

急医療施設､二次救急医療施設､救急告示病院の有無高額医療棟器の保有状況 (cT､MRⅠ､血

管連' - - , . . I続嫌影禁足､SPECT､PET､PETCT､PETMRⅠ.強度変調放射線治療器､
遠隔操作式密封小線源治療装正､ガンマナイフ､サイバ-ナイフ､内

視錬手術用●ヽ

支援機器(ダウイノチ))退院調整部門の設置状況､職員数(医師､看護職員､MSW､事務鼻)入 1年間の新規人様患者数(予

定入院.緊急入戻忠香 院別)､在棟患者延べ数､退棟患者数ユ生鼠/

月間の新規人様患者数(人様前の場め状派※赤所別)

ユ_重恩/月間の退棟患者数(退棟先の場所別､退院後の在宅医療の予

定別)芋 卜緑(329年上蔓報毒舌において新たに迫か口し7己 入院患者に操供喜劇 E3i

;俄 L誉のlE夷広bBい手# 手術件数(臓器別)､全身麻酔の手術件数 顎急特性へJJ

の後支 .廿在宅 退院支援加算､救急,在宅等支援(療養)病床初期加算/育床診療所一般病床初期加算人工心肺を用いた手術 地域連携診療計画加算､退院時共同指

導料胸腔鏡下手
術件数､腹腔鏡下手術件数 介護支援連携指導料

､退院時リハビリテーション指導料､退院前訪問指導料治が瀕ん脳卒中め8♯∨i
育 悪性腫癌手術件数病琴組織棟木作製､術中迅

速病理組織模本作製 全身管哩 中心静脈注射､呼吸心拍監視､酸素吸入放射線治療件数､化学療法件数 観血的動脈圧測定､ドレーン法､胸腔若しくは腹腔

洗浄がん患者指斗管理料

人工呼吸､人工腎臓､腹膜潅流抗悪性腫疲剤局所持続注入､肝動脈塞栓を伴う抗悪牲腫痔
剤肝動脈内注入 経管栄養力テ-テル交換法リ

疾/̂ 患ビにリ応疾
患別リハビリテーション料､早期リハビリテーション加算､初期加算､摂食機能療法超急性期脳卒中加算､脳血管内手術､纏皮的冠動脈

形成術分娩件数 〇･･一 ヽ ､への 入院精神療法､稚神科リエゾンチーム加算､認知症ケア加算､ テ じ リハヒリ丁-ンヨノ充実加算､休日リハビリテーション提供体制加

算精 疾患診療体制加算､精神疾患診断治療初回加算 lたシ/ヨ早ン期から

入院時訪問指導加算､リハビリテ

ーションを実施した患者の割合1dE忠者 ハイリスク分娩管理加算､ハイリスク妊産婦共同管理料救急搬送診療科､観血的肺動脈圧測定 平均リハ単位数/1患者1日当たり.､1年間の総退院患者数



前回 (第12B))の本wGでお示しした論点

第 12回 地 域 医 療構想
に 関 す る W G
平成 3 0 年 3 月 28 日

○ 医療機関が報告する具体的な報告項目については､①診療報酬改定を踏まえた対応､②病床機能
報告の改善に向けた対応の観点から､平成28年度､平成29年度と見直しを行ってきている｡

○ 今般の平成30年度診療報酬改定を踏まえて､報告項目の名称変更や見直しについて対応する必
要がある｡

○ 一部の都道府県では､地域医療構想の達成に向けて､地域医療構想調整会議の議論が活性化する
よう独自の分析を行っており､有用な分析については普及を図っていくことが必要である｡

○ 病床機能報告の改善に向けた



第12回 地域 医 療 構 想
に 関 す る W G

平 成 3 0 年 3 月 2 8 日

○病床機能報告制度においては､報告する医療機関の負担軽減のため､報告項目のうち､ ｢具体的な医療

の内容に関する項目｣については､診療報酬の診療行為に着目して報告項目を設定している｡

○今般の平成30年度診療報酬改定を踏まえて､報告項目の名称変更や見直しについて対応する必要がある｡

改定項目の例

例 1)入院中の患者に対する裾癒対策

【裾痛言判面実施加算】 [算定要件]
注4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態の場合は､当該基
準に従い､当該患者につき､裾癒評価実施加算として､1日につ
き15点を所定点数に加算する｡

例 2)入退院支援の推進

【退院支援加算】 [算定要件] 退院困難な要因
ア～ウ (略)

工､オ (略)
力 同居者の有無に関わらず､必要な介護を十分に提供できる状
況にないこと
キ～ケ (略)

【裾痛対策加算】 [算定要件】
注4 当該病棟に入院している患者のうち､別に厚生労働大臣が定
める状態の患者に対して､必要な裾癒対策を行った場合に､寿孝
の福癌の状態に応じて､1日につき次に掲げる点数を所定点数に

加算するや
胤 貞
lコ 裾三鷹対策加算2 5点

【入退院支援加算】 [算定要件] 退院困難な要因
ア～ウ (略)
エ 家族又は向居着か6虐待を受けている又はその疑いがあること
オ 生活困窮者であること
カ､キ (略)
ク 同居者の有無に関わらず､必要な巷宵又は介護を十分に提供
できる状況にないこと
ケ～サ (略)



> 一般病棟入院基本料等につい

て､入院医療の基本的な診療に係る評価(基本部分)と､診療実績に

応じた段階的な評価 (実績部分)との2つの言判面を組み合わせた評

価体系に再編 ･統合する｡① 一般病
棟入院基本料･ 一般病棟入院基本料 (7対1､10対1､13対1､15対1)について再

編 .統合し､新たに､急性期一般入院基本料､地域一般入院基本料とするoまた､急性期-般入院基本料の段階的な評価については､壁馳 ヱ艶



> 処置等を受ける
認知症やせん妄状態の患者に対する医療について､適切に言判面されるよう､重

症度､医療 ･看護必要度の該当患者の基準を見直す｡ 重雄愚書への対応救急搬送診療科､観血的肺動脈圧測定 救急搬送診療科､観血



> 入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療
過程を経るのかをイメージし､ 安心して入院医療を受けられ

るよう､入院中に行われる治療の説明､入院生活に関するオリエン
テーション､服薬中の薬の確認､裾癒 ･栄養スクリーニング等を､

入院前の外来において実施し､支援を行った場合の評価を新設する｡

｣患) 入院時支援加貸 200点 (退院時1回L> 入院
早期から退院直後までの切れ目のない支援を言判西していること

から､加算の名称を ｢入退院支援加算｣に見直す｡> 入退院支援加算1の施設基準の一つである介護支援等連携指導料の

算定件数の要件を､小児を専門とする医療機関や病棟に対応する要件に見直す.また､入退院支援加算1､2に小児加算を

新設する｡｣義L_



平成30年度診療報酬改定においては､ ｢入院医療の評価｣として､早期離床 ･リハビリテーション加算が新設された｡
病床機能報告における現行の報告項目について､これに対応した見直しを行う｡

> 特定集中治療室における多職種による早期離床 ･リハビリテーションの取
組に係る評価を新設する｡(節) 早期離床 ･u八ピリデ-シヨン加舞 500点 (エロにつき) 漂鳥に応じたり/ヽピリテーシ

ヨン/早期から

のり/ヽどリテーシヨン疾患別リ八【新設3早期離床 .リ払呈出 芝之加簸早期

リハビリテーションカ日算デーシヨン料)初期加算 (リハビリテ-シヨン料) 初期加算 (リ

ハビリテーション料)摂食機能療法

リハビ
リテーション充実加算 (回復期リ リハビリテーション充実加算 (回復期リハビリテーション病棟入院料) ハビリテーション病棟入院料)

デーシヨン提供
休制加算(回復

期リハビリテーション病棟入院料)入院時訪問指導



> 療養病床における裾癌に関する評価を､入院時から統一した
指標で継続的に評価し､裾癒評価実施加算にアウトカム評価を
導





埼玉県地域医療構想病床機能報告データ等を用いた医療提供体制分析



客観的な基準により地域の医療機能の現状を分析し､各医療機関が､自機関の

立ち位置を確認し､地域で医療機能の分化と連携を議論するための｢目安｣を提供
する｡

4つの入院医療機能(高度急性期/急性期/回復期/慢性期)について､地域医療構

想で推計した将来の病床の必要量と病床機能報告の機能別病床数は､算出方法
が異なるため､単純比較することができない｡

【地域医療構想調整会議の委員からの意見】

･医療機能の捉え方は各病院によってかなり差がある｡報告上の機能と実際の機

能が異なり､構想に関する議論が困難である｡

･医療機能の区分について､本来は国で客観的な基準を示すべきであるが､県独

白でも検討するべきではないか｡ w mmWmWⅣmWは州㍍…棚M弼…蛸的焔的州仙奴Lm…PMMW主脚髪

L.;一･

各医療機関の自主的な判断により報告された内容を尊重しつつ､別の観点として､

算定している入院料や具体的な医療提供状況から客観的な基準を作成し､｢4機
能｣が指す具体的な内容について､共通認識を持ちやすくする｡

なお､基準は｢絶対の開催｣ではなく､ある程度の幅をもたせて考えることが必要｡



埼玉県地域医療構想推進会議

病床機能報告のデータ分析では､本県の地域医療構想の推進について､専門的

な視点から助言､提言を行う有識者会議である｢埼玉県地域医療構想推進会議｣で
意見を伺いながら検討を行った｡

○地域医療構想推進会議の構成員

W 脚 卿 地霊m hmmWぶ認mmW胤m獅㌍慧m～mRRwwpg

埼玉県医師会 副会長

座長埼玉県医師会 常任

理事埼玉県医師会

常任理事埼玉県医

師会 常任理事埼玉医科大学総合医

療センター 病院長済生会

川口総合病院 名誉院長社会医療法人さいた

ま市民医療センター 副院長医療法人真正会霞ヶ関両病院 理事長

医療法人聖仁会西部総合病院 垣事長医

療法人社団英康会登坂医院 理事長 .院長医療法人社団満寿会鶴ヶ島耳鼻咽喉科診療所 理事長

.院長埼玉県老人福祉施設協議会 副会

長学校法人埼玉医科大学医学部

社会医学教授埼玉医科大学総合医療セ

ンター講師さい



第1章 客観的指標を用いた
医療機能区分の設定
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今回の機能区分の課題意識

<病床機能報告の4機能>

● 豊艶 な区分
-各医療機関の自主的な選択に依

拠● 療埋星型盤とした
区分-各医療機関の経営判断に用いやすい <地域医療構想

の4機能>●

豊艶 な基準一診療報酬点数 (医療資
源投入量)に

応じた区分● 日々の患者を単位

とした区分一同じ病棟にいても､日ごとに区分が

変わる地域医療構想の客観的

な基準を､｢日々の患者を単位とした区分｣から｢病棟を単位とした区分｣に置き換え

られれば､｢豊艶 ｣かつ｢病棟を学位とする｣区分基準

ができる｡この基準によって地域の病棟や医療機関を整理す

ることで､地域の中でどのような役割分担が行われているのかを



機能区分の枠組み
目｢lCU→高度急性期｣r回復期リハ病棟→回復期｣｢療養病棟→慢性期｣など､蝕 医療
機能と見なすかが明らかな入院料の.癌腫は､当該医療機能として扱うO

･地域包括ケ

娘 を対象に､具体的な機能の内容に応じて客観的に設定した
区分線1書区分線2によって､高度急性期/急性期/回復期を区分する｡

臼特殊性の強い周産期･小児L緩和ケアは切り分けて考える.

具



機 能 区 分 の 適 用 結 果

済渥脳 蓋汲械 墾棚 緩 ･Y二tp.I-防 棚 茎綿宙痔蘇我壌 好;

'"く成人の医療等 救命救急.Ⅰeu等 繋…-- 志しン1三..ニ毒 80病棟 7
33床% 1.9%一般病棟. ≡-三､…二… 71病棟 2′852床% % 区分線且.区分級之によって高度急性期.急性掛地域包括ケア病床等 282病棟267病棟 12′215床10
′466床W o%賂 5.0% 回復期に区分回復期リハビリ病棟

60病棟 2′737床 ･ .. ;0 ..特殊疾患病棟.障害者施設等 44病棟 2′027床 -
3○ l-医療療養病床 147

病棟 6′837床 ･.. . ;;--介護療養病床

12病棟 587床 ; ■■周産期 MFⅠCU.NⅠCU.G
CU 26病棟 581床産科の一般病床 洲 紛 61病棟 1′550

床平喜軍繁 簡静.9%小児 小児入院管理料.小児科の 3病棟 116床葦済 %医師.看護師の配置要件等を勘案し､入院料のI,i
-ラ, 19病棟 723床 46.7%種類に応じて高度急性期.急性期.回復期に区一般病棟等
獲射流 3病棟 87床葦紛 .5% 分



機能区分の適用結果(大区分×4機能別に整理)

I l日産科･小児科を除く一般病棟､有床診療所の
一



機能区分の適用結果(地域医療構想との比較)
○地域医療構想による2013年現在の1日当たり入院患者数と比べ､
おおむね4機能区分の構成はほぼ同程度｡地域医療構想における｢日々の患者
を単位とした機能区分｣と､ほぼ同水準の区分となっているものと考えられる

○地域医療構想が想定する病床稼働率と比べ､回復期の稼働率の低さが目立つ

◆うち回復期リハビリ病棟の稼働率 …86,5%

◆うち産科,小児科を除く一般病棟･有床診･地域包括ケア病棟の稼働率 ."壁土弘

◆うち小児科の一般病棟.有床診の稼働率 ...70.5%

鮒 .W il

i/,地域医療構想の 今回の区分結果 地域医療
構想 今回の区分結2013

年現在値 の想定 果…猶;, ･､≡-,:ぎ壷 3′543人/日 3′

362人/日 75.0% 78.5%漸 叢葦終 10′625人/日
11′097人/日 78.0% 76.1%10′701人/日 9′228人/日 90.0% 69.4%

10′942人/日 8′472人/日 92.

0% 88.7%凝議1済 茶- 岳 - 46人′日

- 14.4%合計 35′811



機能区分の適用結果(入院料との関係)

区分線1以上

区分線1Zの間 綾羽]ケア病棟

197床､63.6%回復期リハビリ病棟 区分線之以

下畠

療集病棟特
殊疾患病棟障害者施設等

緩和ケア病棟99床､65.3



機能区分の基準の観点

① 病床機能報告のうち､主に｢具体的な医療の内容に関する項

目｣のデータの中から､外科的治療.内科的治療H全身管理等の
幅広い診療内容を加味して基準を構成｡

② 区分線1のしきい値は､救命救急入院料やiCUの大半が､高度
急性期に区分される程度とする｡

③ 区分線2のしきい値は､一般病棟7:1の大半が､高度急性期･
急性期に区分される程度とする｡

④ 区分線1･2を設定した結果､高度急性期･急性期.回復期の1
日あたり入院患者数が､｢埼玉県地域医療構想における現在
(2013年)の需要推計｣との間に大きな敵蔀がないか確認する.
ただし､実際には各病棟にはさまざまな病期の患者が混在する中で､病棟単位での集計結果に応じて
区分するため､ある病棟が､わずかな機能の差によって､｢急性期の病棟｣に区分されたり｢回復期の病
棟｣に区分されたりし､それに応じて｢急性期の病棟の病床数｣も大きく変わる｡
区分線には｢絶対の閲情｣があるわけではなく､ある程度の幅をもたせて考えることが必要｡
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機能区分の基準の観点…参考資料

●厚生労働省医政局｢第5回地域医療構想に関するWG｣資料2
｢病床機能報告における医療機能の選択の考え方について｣

極度怠悌画

l急 鯛 舶[

｢完 蒜 ｢

⊂垂頭重 ]

0急性 斯 故事監過した患者への 在宅 媒織 こ向けた医

療 や リハビ リテ ーシ ョンを膿 供す る税鰭 .0矧 こ.急
性 朋を経 過 した脳 血管疾 患 や大淀骨詔書,骨折帝の愚 考 に対 し.AD Lの向 上

や在宅銅を 目的 と し

たリハビ リテ ーシ ョンを集 中的に提供す る班能 (野津 期 リハ ビリテ ー シ ョ ン地 点

E).○ 最期 にわ た り粥 が必 軌 c

j一患 者を 入院 させる槻約0 長

期 にわ た り三度発が 必翠 な首席 の 降富者 (黒度の意餓障害 者を含む ) ､筋 ジス トロ フィ ー 憩毛又は
難病 患者等 を入院 着せ る機柁 鳩定A中治績重野見料JI)

Il:!.L入ItELJLtFtH勝卒中ケアユニ仲人
院展寿明科小児精励4億糊料 I夷素頑転E+斬生児梢定焦申池挽

基管理約: ご き･∴ 丁､ご1･.rl; -_･-i_Q.ミ…_l:慧 崇 .lT:.n.ここ∴ [二
重 垂 己lこ血ttI■■一tt■してい41

4はiVJll■■tJrL.11こ■qJIJ■
tEtPlしていもJIA.'lttlJItを■NT41-..I_qtのIIl

l■LIRJITLLttlttlt■JLl:

PLらして､■■■■‡1q:lこ■P.+

回書蜘lJJIEplJテつ】ン病棟入耶: ::l二二:､lf'; ■一ト' -+ 赫 痔撫大柳 0急性期の患者に対し.状班の学舶安定化r=向けて､細塚が矧こ高い醜増収する槻解

hi詩Ji急性推服に批ずると考えられるJWLD胡収め肋棚,斗申治す音､ハイケアユ=サト,摂生肌yZItlttT■lILnIJ＼IT1叫t4+■.tLSttZIIALllFTJraZ'LLLP.L王JIのtt■こ11して■■JEtL'Wに4.､l

hTa■P0急性期の愚者に対し.状愚の学期安定化

に向けて.匿殊を堤炊する洩能0急性期象経過LJた恐竜への在宅7着岬に向けた陰額やリハビリテーションを凍UIする梯帳｡O特に､急性期を経過したt脳血管疾患や大願常用那傍折等の患者に対し､AD1_の向上や在宅複時を目的としたり一八ピFJテーシヨン奄集中的に提供

する機能掴硯粕リハビリテーション機能).長期に才)たり療善が必野な患者を入院させる織姫長期にわたり卿が必要心魂度の線素考 (監在の急 き戦線署 右を含むト 広 ジス

トロ フィー患 者又 は滅 痢愚 者等を大洗ま せる搬 能 ､!/:｢巧甲

}!!11､∴8特市棚網羅一柳康7東

1:★謂EI撫L.V消i~ー′:ーpT∴+特疋鵬稀｢肘枕10対1



高度急性期⊥急性期の区分(区分線1)の指標

○救命救急やICU等において､特に多く提供されている医療

輸 A:【手術】全身麻酔下手術
搬 B:【手術】胸腔鏡･腹腔鏡下手術
臓 C:【がん】悪性腫癌手術
聯 D:【脳卒中】超急性期脳卒中加算
輸 E:【脳卒中】脳血管内手術
振 F:【心血管疾患】経皮的冠動脈形成術(※)
磯 G:【救急】救急搬送診療料
搬 H:【救急】救急医療に係る諸項目(☆)
聯 l:【救急】重症患者への対応に係る諸項目(☆)
葡 J:【全身管理】全身管理への対応に係る諸項目(☆)

※･=診療報酬上の入院料ではなくデータから特定がしにくいCCUへの置き換えができなかったこと､
経皮的冠動脈形成術の算定が一般病棟7:1よりもICU等に集中していることによる｡

☆･･･病床機能報告のデータ項目のうち､救命救急やICU等で算定が集中しているものに限定｡

→これらの医療内容に関する稼働病床数当たりの算定回数を指標に用い､しきい値
を設定｡
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高度急性期捕急性期の区分(区分線1)のしき踊直

OA～Jのいずれかを満たす病棟の割合は､救命救急･lCU等で92.5%

闇琵塾蓮羅迷惑義挙. M..
ささ 編組ささ.-号鎚J'3㌢-Fi3きき等… ㍗ 十鍵病

棟l･漂様

診療ま…i▲ ≦ 持帰……ぎi<uj約…章…弓淋 毒竃2.0匡】/月.床以上 80回/月以上 親洛o.
0% 1.7% 0.0% 2.6% 0.0%1%亮ききミ祭毛賀葺き毒0.5回′月.床以上 20回/

月以上 讃 17.5% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0%夏至まき 畑…雄琴群雲0.5回′月.床以上 20回/月以上 磯22.5% 2.0% 0.0% 0.0% 0.

0%i 3 珊 あり あり 滋董25.0% 0.0% 0

.0% 0.0% 算定不可≡ あり あり 唇21.3%i 1.7% 0.6% 0.0% 0.0%l心血管疾車 経蕉脚 娠樹 漸胴

縁理論ぎ書き柄滞侶漱ぎ補妻…萎ぎ洲 0.5回/月.床以上 20回/月以上 払327.5% 2.8%≡ 1.7%≧ 1.3% 0.0%栄ミミ隻3:～～乙ミミ…≡…!<弱号規 ij,ま

き筆録蔓 g≡まき蔓i3芸き≒書冊 蔓貞3妻まき～ ≦き 套 あり あり

腰 7.5% 1/7% 0.OCI/O 0.CIO/o算定不可≡き 0.2回/月.床以上 8回/月以上 @ % 3.1%

2.8% 2.6% 0.0%附をii タさし書きミ蔓禰 毒葛篭弓 書聖 妻蔓警喜萎 0.2回/月.床以上 8回/月以上 3

8t8% 2.3% 0.6% 0.0% 0.0%～主 戦も与蔓をぎ⊇ j ≡ ぎl

l l l
l書 芸芳蛋 8.0回/月.床以上



急性期･回復期の区分(区分線2)の指標

○一般病棟7:1において多く提供されている医療

拶 K:【手術】手術
膨 L:【手術】胸腔鏡.腹腔鏡下手術

廉 M:【がん】放射線治
療拶 N:【がん】化学

療法勝 0:【救急】救急搬送による予定

外の入院○一般病棟や地域包括ケア病棟で共通して用いられ

ている指標換 P:【重症度､医療･看
護必要度】基準(｢A得点2点以上かつB得点3点以上｣｢A得点3点以上｣｢C

得点1点以上｣)を満た

す患者割合→これらの医療内容に関する稼働病床数当たりの算
定回数等を指標に用い､しきい値を設定｡



急性期H回復期の区分(区分線2)のしき摘直

OK～Pのいずれかを満たす病棟･有床診療所の割合は､
産科りJ＼児科を除く一般病棟7:1で75.0%､10:1で45.5%､有床診で24.4%｡

･.淵 洲 鮎鎧整姐感

激磯部迫好 -芸

書 き 誉⊆きち毛賀 tt 黙 ;;無 頼 希う毒ぎ弓 鮒 廿M i i2.OE]/月.床以上毒80匡】/月以上 鎧 10.2% 2.7% 6.0%弧 21.8% 0.0%エ

0.1回′月.床以上 4回′月以上 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%耶 湖 沼賢治雄棚描 夏黒㍑棚 きざ0.1回/月.床以上 4回′月以上葛 9.7% 2.7% 0.0% o二0% 算定不

可≡ 1.0回/月.床以上 40回/月以上譜 17.3% 0.9%く 1.5% 2.6% 0.0%

む灘を菱腔 …麦;10人/月.床以上 400人/月以上 沼 17.3%欝 13

.6%長 6.0% 0.0% 0.0%li症度等 25%以上 25%以上 事雛 .1%紛 8.2%i 3.0% 0.0%%
7.7%;.;汝婆を隻を隻隻裟芸を幾x.?}}n:Tを.9二.rミ誓約婆をミミ篭をr:描..:x



第2章 回復期の病床の類型化･
具体化
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回復期の類型化推具体化
申高度急性期と急性期の区分(区分線巧)､急性期と回復期の区分(区分
線望)は､急性期的な機能に関する基準設定

⇒豊壌な形態を含むと考えられる回復期の病棟について､さらに診療料
や入退棟の流れ等に応じた､更なる機能の類型化∬具体化

三



回復期の病棟における入退棟の流れ(入院料別､小児科除く)

loo‰90%4口雫 80%i⊥□570%嘩$ 60%e<! 50%医業 40%也令* 30%lnl｢ヽe浩′20%# 】≡ ⑳一般病棟7:1◇一般病棟10:1△一般病棟13:1.15:1×一般病棟特別入院料▲地域包括ケア病棟識有床診療所の-般病床□回復期リハビリ病棟

▲

【∃くヽ● ∧

ら /Ll一lh.也蛋, 柿 △TZ. ′△⊥⊥1'.二トム,I,tf//{ミIーL､;'人∴.
メ午◇

.tJ◇二 l Ci沌描i⊃;: ⑳ □ D●●●,A● 口□ ⑳

日｡◇一ゝ●●.｡㌔め▲
▲CDA 近瑚10%0% ◇△Ot'AOL出し..済.
A

□□% 10% 20%30%40% 50%60%70%80
% 90% 100%人様患者のうち､他の医療機関.病棟からの転院.転棟が占める割合
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18 全 般 に ､医療機関以外 (

家庭･施設 等)への退 院 が
多い



回復期の病棟における大過棟の流れ

(診療科別､回復期リハビリ病棟司､児科除く)
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入棟患者のうち､他の医療機関.病棟から

転標が占める割合平成28年度病床機能報告のデータか

ら作成19 書

内科系.整形外科･脳神経外科

の病棟が大半を占める舟整
形外科.脳神経外科の病棟の大半は､家庭

.施設等からの入院



回復期の病棟の稼働率の分布

(入院料別､回復期リハビリ病棟･小児科除く)

○病棟数ベースでは稼働率70-90%にピークがあるが､70%以下の病棟.
有床診も多い

○一般病棟のうち､看護配置の少ない病棟ほど､稼働率が低い傾向にある
(7:1>10:1>13:1･15:1)
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機能区分の適用結果(圏域別)<許可病床数>
t区憐成人の医殊 等 ..>一p､救命救急.lCU等軌■■区分蒜J二i60床 轍 常割 機 鋒40床 磯鋸兼悌69床 断 機麹119床 鍬 淋機64床 着日l▲比企革112床 鷲 刺 38床 郊 敷地峨錦82床 ,, o床

滞船義妹憾733床-脚横.地域包括ケア病床等 311床1′518味 403床705床 319床1′997韓 612床1′883床1,298床 250床905床 281床1.813床 261床1.411床 213床924床1′168床 150床873床 52床186床140床 2′852床12.215床952床 837床 1′365床 731床
1.198床 1.609床 1′168床 10.466床262床 222床 503床

262床 207床 447床 409床 287床 98床 40床 2,737床桝 患耕嫌.辞書者版 等 42
床 308床 594床 192床 82床 204床 300床 166床 79床 60床 2.027床医榊 病床 516床 373床 660床 511床 627床 1′417床 1,254床 39

5床 792J末 292床 6,837床介#枚暮病床 96床 72床 1

54床 O o床 61床 204床 o床 o床 o床 587床周産期 70床 18床 S 1638ミ
11床 314床 0床 o床 o床 o床 581床産科の一般病床 濁紺地朔依 185床 109床 233床 157床 76床 151床 243床 108床 288床

oJ末 1,550床小児 一柳 棟等 ･` : 28床
50床 0床67床 0床163床 0180床Of末 0床64床 88床0床 0床76床 0床80床 0床43床 0床0床0床 116床723床

0床 0床 40床 0床 0床 28床 0床 19床 87床績和ケ7 鯉和ケア病棟 捌 灘期紺 18床
0床 0床 22床0床 57床 0床 0床 0床 0床 0床 97床24床 0床 14床 15床 20床

8床 18床 o床 0床 99床469床 461床 393床 894床2′242床 325床 795床 410床 251床 232床 52床 4,282Lf妻

蔓窮 妻紺 1′771床 881床 2,393床 1′102床 1,964床 1,730床 1,112床 1.204床 186床 14′585床;/き:::㌔;三三三毛凋 細 ､ミ漸 ≡…;≡こ:‥こ 1′214床 1.059床 1′908床 1′560床 938床 1.645床 2,046床 1,455床 1.285床 180床

13,290床不明合T十 678床18床4′150床 753床1床3.155床 1′422床11床6′127床 703床78床5,477床 724床42床3
.131床 1,702床35床6,141床 1′766床69床6,021床 579床10床3′407床 871床40床3,632床 352床14床784床 9.550床318床42,025床注 ･表の42,025床の他こ､桝床機能報告に兼報告部分〝あS･病床機能報告の様式1と横式

2tN突合し塔し噂の事由から.分析対象に含められ机l病床が8,347床ある.<1日当たり入 院 患者 数 >細 大区分瀞 発 Lト √r ¥救命救急.lCU等 済舶l脱JM i 40人/日 ･pL;iJ23人/日濫戊細 腰諜賂51人′日 義憾89人/El ←■35人/日 ど ■一､4D人′日 市部拭崇119人/日 23人/日

迫滋捌B部磁摺35人/日 .-0人/白 一､L p454人′日-般病棟.地噸包括ケア病床等 201人/日1,208人′日 319人/日602人′
日 233人/日1.562人′日 517人/日1.594人/日 213人/日733人/日 217人′日1.365,VE] 238人/日1,106人/日 148人/日683人/日 122人/日649人/日 50JVE3144人/日 2,257JVE)9.646人/冒671人′日 386人′日 1.030人/日

826人/日 冨OO人/日 807人′日 1.020人/日 750人/日 689̂ /El lZ0人/El 6,800人/日成人の医殊等 特殊疾患柄棟.Ft暮春施蛸 回復期li 247人/日36人′日 161人/日282人/日 477人/日537人/日 224人/日179人/日 178̂ /El61人/日 399人/日179人/日 372人/日270人/日 184人/8147̂ /E] 91人/日70人/日

33人/853人/日 2,367人/日1′814人/日医瀕柳 床介隷柵 病床 429人/日94人′日 353̂ /E]58̂ /a 570人/日130人/日 453人/日0人/日 571̂ /日0人/日 1.312人/日55人/日 1,112人/日176人/日 347人/日0人/日

711人/白0人/日 224人/日0人/日 6′081人/日512人/日周産期 ● 76人′日 17人/日 1人
/日 129人/日 25人/E] 310人/日 0人/日 0人/日 0人/日 0人/日 559人/日産科の一柳 床 好演耕脚 縦 146人′日 29人/日 143人/日 105̂ /E] 76人/E] 95人/日 189人/日 98人/日 171人′

日 0人/日 1.052人/日小児 毒pim === 23人/日 0人/日 0人/日 0人/日 0人/
日 69人/日 0人/日 0人/日 0人/日 0人/日 92人/日一般柄棟等 35人/日 21人/日 77人/日 97人/日 44人/日
0人/日 41人/日 6人/日 16人/日 0人/日 337人′日0人′日 0人/日 37人/日 0人′日 0人/日 0人/日 17人/日 0人/日 8

人/日 0人/日 61人/日練和ケア 鯉和ケ:円再棟 蓑湾紬准抑鞘 15人/日 0人/日 0人/日 14人′日 ■33人/日 0人′日 0人′日 0人/日 0人/日 0人/臼 62人′日13人/日 0人/日 9人/日 0人′日 12人/日 15人/日 8人/日 7人/日 0人/日 0人/白 65人/日340人/日 358人/日 285人/日 734人′日 273人/日 637人/日 357,VE] 171人/日 157人/日 50人/日

3.362̂ /E]機 1.404人/日 652,VEl 1,782人/日 1.809人′日 885人/日 1,460,VEl 1.337人/日 787人/ロ 836人/局 144人/日 1



平成28年度病床機能報告のデ-タセット

診第1章･第2章では､平成28年度病床機能報告のうち､主に病棟
単位のデータを使用

夢データは｢報告様式1-③病棟票｣と｢報告様式2-②病棟票｣とに分
かれるため､両者を突合してデータセットを作成

A:報告様式1-③
滋 4機能の選択
搬 病床
数搬 算定入
院料拶 病棟部門の
職員数散 人退

棟の状況膨 分
娩件数 など※有床診療所は｢報告様式1｣ B

:報告様式2-②擦
入院料の算定回数欝

手術の実施状況艶 がん.脳卒中りLl筋梗
塞等への治療状況膨 重症

患者への対応状況擬 救
急医療の実施状況挺 在宅
復帰への支援状況艶

全身管理の状況勝 疾患別リハビリ



平成28年度病床機能報告のデータセット

争報告様式1と様式2との突合結果(全県)

･I.:iITy:..I.告店お
iこ'p:I.病院 有床診 計 高度急性期急性期 回

復期 慢性期 休棟.無回答 合計;㌔;㌔;:;;;軒※≧;･∴瀬卓帝轟医療鍵触.. 293施設205施設498施投

50372床～【参考】医療施設動態調査による
数 293施設 223施設 516施設 50503床≡∴報等横式半≦.V～/'≡‥‡沖報孝和;㌔285施設 179施設 464施設 1285棟 6707床 24073床 4396床 12507床 718床

48401床全体(☆)t占める割合 97.3% 87.3% 93.2% - - - - 96.1%∴:;::::準欝紛妻を:/
/:※/､三十頑式:池舞台藩ぬか壷もか､:.㌔ 173棟 115床 24

97床 775床 2692床 297床 6376床::

/:三滴柵 圭勝之減額拳奉隼 253施設 147施設 400施設 1147棟全体 (☆)に占める割合 86.3% 71.7% 80.3% -千㌔≦
凍蕪畢軽挙義之､妙 :;:::ささミ黒湊合が葱きた奉め∴;さ､ 251施投 142施設

393施世 1112棟 6592床 21576床 3621床 9815床 421床 42025床全件 (☆)に占める対合 85.7% 69.3% 78.9% - - - - - - 83.

4%※1･･･病院については報告様式1のうち③病棟票の報告があるもの



第 13 回 地 域 医 療 構 想 参考資料1

に 関 す る W

G平 成 3 0 年 5 月

1 6 日前回地域医療構想に関するワーキンググループにおける主な

意見議題① =地域医療構想調整会議における議論の進捗状況について (

その4)○ 順調に構想の調整が進んでいる地域がある一方で､都市部においては調
整が進んでいない地域が多い｡同じ機能を有するほぼ同じ規模の病院が競合するよ

うな都市部では､七ても話し合いが進捗しているという状況では

ない.0 地域医療構想調整会議の議論は確かに回数を重ねてはいるが､議論の
内容として結論の出るような話し合いというのはなかなか進んでいないという状況も

ある｡○ 地域医療構想調整会議が機能するように､何かアイディア､知恵を絞
っていただき

たい｡○ 佐賀県の例では地域医療構想調整会議が非常に機能していると感じる
｡県全体の調整会議を作り､かつ､構想区域ごとに分科会という名前で議論の場

があることは非常にいいと思う｡これはモデルにしたほうがいいのではな

いか｡○ 病床機能報告で回復期病床が不足しているように見えるグラフから､
回復期病棟が足りないのだという結論は慎重にしなければならない｡単にグラフ

を改善させようとして､地域包括ケア病棟入院管理料を算定する病棟等を誘導し
てはいけないのでな

いかoO 地域医療構想調整会議がうまく活性化するには ｢対話と信頼｣が必要
｡まず都道府県に信頼感を持っていただかなければ率直な議論にはならない｡こ

の信頼関係をどのように築いていくのかにまずは注力することが大事だと感

じる｡○ 病床機能報告制度は各医療機関が自主的に報告するので､例えば､急
性期と報告した病棟に全て急性期の患者が入院しているというのは絶対にないと

いう前提の報告である｡このため､平均在棟日数が㌶ 日以上の急性期というのは

どう考えるかという議論を行政から持って行くのはいかがなも

のか｡議題② :平成29年度病床機能報告の結果について (そ
の1)議題③ :平成30年度病床機能報告の見直しについて (そ
のl)○ 病床機能報告制度は過大評価せず､大体の傾向だと見なければならないのではな

いか｡○ 高度急性期､急性期と報告しているにもかかわらず､急性期医療を全
く提供してない病棟について､地域医療構想調整会議に呼んで事情を聞くという

ことは合意した｡一方でがちがちに定量的な基準を導入して､自主的な報告制度

の自由度を制約するということになれば､そもそもの病床機能報告制度の趣旨に

沿うものではなくなるのでは



○ 例えば､急性期で報告しても､そのうち3-4割ぐらい急性期を脱した患者さ
んがいる等､報告の制度に工夫が必要なのではないかO定量的なもので病棟ごと

変えさせてしまうというのは非常に難しいのではないか｡

○ 病棟が1つしかない病院では､急性期か回復期かと言われても判断できないO
定量的な基準を持ち出されると､またさらに混乱するのではないか0

○ 平成29年度の病床機能報告においても､2025年に向けて回復期機能がどの程度
不足しているか､これでははっきりしない｡構想区域によっては不正確な現状認

識で将来を見据えた議論が行われている可能性もあると思われる｡このままでは

公表情報を目にした地域住民や患者も現状を誤認しかねないと思われる｡

○ 奈良県と佐賀県の定量的基準は､いずれも現場の理解と納得を得た上で活用さ
れている点に注目すべきである｡今後の検討については､病床機能報告等の既存

のデータから検討に資する分析結果なども示していただきたい｡医療機関が自身

の立ち位置を客観的に知って､自主的に病棟機能を判断する際の参考となるよう

な定量的基準は､データの正確性を向上させるためにも必要ではないか｡

○ 幅広い手術や重症患者の対応､救急医療の実施といった項目については､住民
や患者目線で見ても急性期らしい医療だと思うので､こうした項目を実施してい

ないのに急性期機能を担っていると報告された病棟について調整会議でどのよう
に議論が行われたのか､確認して報告していただきたい｡

(以上)

(∋



第 1 3 回 地 域 医 療 構 想 参考

に 関 す る W G 資料2-1平 成 3 0 年 5

月 1 6 日各構想区域の坤域医療構
想調整会議における



(平成30年3月末時点)

raI■第1四半期款 一.寸盗′-▲乱 一ui.A.清廉;i/it;;= .et Lt A.r-鉄 腕 r "舶 .別館芸域礁蓑書き繊毛鵬 薪洛崖'策定対象 病院散楽､'策定済諾券ij※※; 緋

藍VA/感触#誉025プう 喜郎m第2四半期 第3四半期 第4四半期 対象病院数 対象有床iふ 未報R病院数 **.;有床弘 軸貴重 非棟♯病棟の 非稼働病棟 非接触病棟 #&*病棟 誰論開始査 策定対象 策定済み 謙論開始峯 合意率(具体的対応方針)■数 ■敬 ある病院琴 のある有床診数 の病床数(病院) の病床数(有床珍) 医療機

関数 み医療機関数 誰論開始薮 合意率(具体的対応■六一日 医療梯関数 医dE梯関数北海道 南渡島 0 0 1 2 34 34 0 2 97% 3 5 84 77 0% 6 6 loon

0% 4 4 loon 0%北海道 甫汁LLl 0 0 1 2 5 3 0 0 loo

n 2 0 48 0 0ヽ 4 4 100% 0ヽ 0 0北海道 北漉JL捨山 1 1 2 3

7 1 0 0 100ヽ 0 0 0 0 5 5 100% 0% 0 0北海道 札蝿 0 0 2 0 205 177 0 44 88% 5 24 191 334 0ヽ 4 4

0ヽ 10 10 ※油銘 0ヽ北海道 後志 0 0 2 2 16 31 0 7 85

% 2 6 47 60 0% 1 1 100% 0ヽ 5 5 100% 0%北海道 青空知 0 1 2 2 16 17 0 1 97% 0 0 0 0 8 8 100ヽ 0%
3 3 100% 0ヽ北海道 中空知 0 0 1 2 14 9 0 3 87% 0 2

0 38 0% 6 6 100,i 0ヽ 0 0北海道 北空知 0 1 0 2 3

0 0 0 100% 1 0 8 0 0% 1 1 100% 0% 0 0北海道 西胆振 0 1 1 2 18 7 0 1 96% 2 3 188 55 0ヽ 2 2 100% 0%

3 3 100ヽ 0%北海道 東胆振 0 0 1 2 14 16 0 4 87ヽ 1 0
10 0 0ヽ 3 3 loon 0ヽ 0 0北海道 日高 -0 1 2 2 6 3 0 1 89% 1 1 25 18 0ヽ 4 4 100% 0% 1

1 loon 0ヽ北海道 上川中部 0 0 1 1 37 38 0 8 89% 2 3 68

25 0% 2 2 100% 0ヽ 4 4 100% 0%北海i暮 上川北部 0 0 1 2 8 2 0
1 90% 0 0 0 0 5 5 100% 0% 1 1 100% 0%北海道 暮良野 0 0 0 2

4 1 0 0 100% 0 0 0 0 2 2 100% 0% 1 1 100% 0ヽ北 留萌 0 2 1 1 6 3 0 0 100% 2 0 112 0 0ヽ 4

4 look 0% 0 0北海道 京 谷 0 1 1 2 9 3 0 1 92% 1

0 24 0 0ヽ 8 8 100% 0ヽ 0 0北海道 北 鍋 2 0 1 1 23

18 0 5 88% 1 2 57 21 0% 3 3 100% 0% 5 5 100% 0ヽ北海道 遠紋 0 0 1 0 12 3 0 0 100% 1 1 83 19 0% 4 4 ※弓鵬
0ヽ 2 2 …､…ミ<ミ*≦8億 0%北海道 十 0 0 1 3 30 23 0 5 91% 2 4 120 87 0ヽ 8 8 A:<31<≡ミくさて<3滴鴬 0% 5

5 100% 0%北海道 封‖路 0 0 1 1 20 ll 0 1 97% 2 3 96 57 0% 3 3 100%

0% 3 3 100% 0■ら北 相室 0 1 2 3 5 2 0 1 86% 1 0 72 0

0ヽ 4 3 75% 0% 0 0書森 津軽 0 0 1 0 18 53 0 1 99% 4 10 146 138 52% 4 4 100% 0% 2 2 0%

■轟 八戸 0 1 0 0 23 22 0 1 98% 2 4 247 72 100% 5

5 100% 0% 3 3 0%書姦 書森 0 0 1 0 19 36 0 1

98% 3 6 146 83 100% 5 5 100% 0ヽ 1 1≡;汚毒;雑感 0ヽ･■呑 西北五 0 1 0 0 7 6 0 0 100% .3 1 102 5 loon

3 3 100% 0% 0 0■轟 上十三 0 0 1 0 9 15 0 3 88% 1 3 10



(平成30年3月末時点)

I-,-I､.'h,繊軸′三.∴′iJ;I-;病床裁瀧 銘 沓rH2 Mと 一↓一jLjL だ ′舶+㌧∵∴∴∴添毒要燃紛議夢薪必達義fu=R.Iブラシ ill=､.･L

F-I/:■b:25ブラ十シ十縦第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 対象病醍数 対象有床診数 未報告病院数 未報告有床汝 報 告垂 非稼働病棟の 非接触病棟の 非稼働病棟の 非稼働病棟の 隷論開始峯 策定対象 策定済み 議論開始査 合意率(具体的対応方針) 策定対象 策定済み 菖耗論開始垂 合意率(具体的対応方針)■■数 ある病院数 ある有床診敢

病床数(病院) 病床数(有床珍) 医療榛関数､ 医療機関数 医療機関数 医

療機関数宮城 仙南 0 1 0 0 ll 9 0 0 100% 0I O 0 0 5 5 0%

0 0宮城 仙台 0 4 0 0 64 87 0 4 97% 1 4 10

40 0% 5 5ド :</油転 0% 13 13/:…≡ミ≧鵬 0ヽ宮城 大崎.栗原 0 1 0
0 22 17 1 1 95% 0 2 0 38 0% ll ll 0ヽ 0 0≡.一一 0 1 0 0 16 18 0l l 97% 2 5 76 60 0% 8 8

/-;弓3磯 0% 1 1 0%秋田 大館.鹿角 1 0 0 0 8 5

1 0 92% 1 0 55 0 0ヽ 2 2 3……絹集三 0% 2 2 ※.領免 0%秋田 北秋田 1 0 0 0 1 1 0 0 100% 1 0 48 0 100% 1 1 ※､

H触､ 0ヽ 0 0火田 能代.山太 1 0 0 0 6 8 1 0 93% 0

0 0 0 0 0 3 3 …※o庵 0ヽ秋田 秋田周辺 1 0 0 0 20 17 0 1 97% 1 0 48 0 0ヽ 3 3 ･!､接か6 0% 4 4 <き､…<､…､

oJq 0%秋田 1 0 0 0 6 10 0 0 100% 1 0 107 0 0ヽ 0 0

2 2 0%秋田 大仙.仙北 1 0 0 0 7 8 0 0 100% 0

0 0 0 3 3 0ヽ 1 1;≦※ミ;…鶴 0ヽ秋田 横 手 1 0 0 0 3 3 0 0 100% 1 0 53 0 0ヽ 2 2 0% 1 1､ミミt≡≡-≡鵬 0%

秋田 汲沢.放勝 1 0 0 0 2 5 0 0 100% 1 0 57 0 0% 1 1 '三､滴
鯨 0ヽ 1 1 0ヽ山形 村山 1 1 2 2 25 29 1 0 98% 2 2 129

17 31% 8 8 100% 13ヽ 4 4 100% 0%山形 :■上 0 1 3

2 4 3 0 0 100ヽ 1 0 53 0 100% 3 3 loon 0% 0 0山形 IE腸 0 2 3 2 13 10 0 0 loos 1 1 26 ll 70% 7 7 100% 14% 1 1 1
00ヽ 0%山形 庄内 0 2 2 1 13 16 0 0 100,ち 1 0 54 0 100% 5 5 100% 0% 0 0

[:-:... 県北 D 1 1 0 23 28 0 5 90% 5 3 188 51 0%
1 1 0ヽ 7 7…※…台盤′ 0ヽ福島 gL中 0 1 2 0 29 27 2 0

96% 2 2 150 35 0ヽ 3 3 0% 5 5/;弓は…3,東嶺寵 0ヽl==:;, i.3 0 1 1 0 6 5 1 1 82% 1 1 31 10 0,ち 0 0 2 2
0ヽ:=:-I 0 1 1 0 17 ll 0 1 96% 1 1 49

19 0% 3 -3 ､く洋弓機 0% 3 3※…ミ毒6鴬 0%I:-:..I 相双 0 1 1 1 9 9 0 2 89% 0 1 0 17 0% 4 4 :3ぎ:;′㌻0%! 0ヽ
2 2､≒≡ミ…:…弓ミ̀油 0ヽ:二一.. いわき 0 1 1 1 20 22 1 1 95% 0 3 0 57 0ヽ 1 1 ::二､iく∧…をも東; 0ヽ 2 2lA<ji;Al/3//≡."i)鴬: 0%茨城 フk戸 0 1 1 1 37 22 0 2 97% 4

1 202 19 0% 4 4 100ヽ 0ヽ 6 6 83% 0%茨城 日立 0 0 1 1 19 9 0 1 96% 4 3 227 78 0% 1 1 100ヽ 0ヽ 2 2

100ヽ 0ヽ茨城 常陸太EEl.ひた 1 0 1 1 20 28 0 2 96% 4

2 138 38 0ヽ 1 1 :､※̂0% 0ヽ 3 3 loon 0ヽ茨城 鹿行 0 1 0 1 12 8 0 0 100,i 4 0 216 0 0ヽ 0 0 2 2 100% 0
%茨城 土浦 0 1 1



(平成30年3月末時点)

搬.二Ij'-じI:〈乱'山F,Ei.-L能戦者…そば由ljだ三室賀…Lt Lt 乱速+■∴十.構聯榊郡∴∵∵∴i++++pJ ii睦改進三､ブラシ,洋､≡′;3g l公由恵 L'p

､法.●O;iSプ与こ送料擬瀞黙第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 対象病院数 #*有床兎 未報R病院数 未報R有床弘 *** 非稼働病棟の 非稼働病棟の 非稼働病棟の 非稼働病棟の 誰論開始率 策定対負 策定済み 議論開始率 合意率(具体的対応方針) 策定対象 策定済み 議論開始車 合意率(具体的対応方針)IT赦 ■数 ある病院数 ある有床診数

病床数(病院) 病床数(有床珍) 医療機関数 医療機関数 医療機関数 医療機関数群馬 祈祷 0 1 1 0 18 20 0 1 97ヽ 0 1 0 19 0% 1 1 100%

0ヽ 4 4 100% 0%# 渋川 0 1 1 0 7 4 0 1 91% 1 1

46 5 0ヽ 1 1 100% 0% 1 1 100ヽ 0%群 伊勢崎 0 2 2 0 9 15 0 2 92% 0 1 0 18 0ヽ 1 1 100% 0% 1 1 loon

0ヽ群 吉崎.安中 0 2 2 0 31 25 0 0 100% 0 1 0
12 0ヽ 1 1 100% 0ヽ 2 2 100% + 0ヽ群 森岡 0 1 1 0 5 3 0 0 10〔)ヽ 0 1 0 19 0ヽ 2 2 100ヽ 0% 0 0

群 =ITJ 0 .1 2 0 4 2 0 0 100ヽ 0 0 0 0 3

3 100% 0% 0 0蘇 %* 0 1 1 0 8 4 0 0 100,i 1 1
16 2 0% 1 1 100% 0% 1 1 100ヽ 0ヽ# き召EE] 0 2 1 0 7 3 0 0 loon 1 0 14 0 0ヽ 0 0 1 1 10

0ヽ 0ヽ鼓Jt 桐生 0 2 1 0 ll 6 0 0 loon 0 1 0 6 0

ヽ 1 1 100% 0ヽ 0 0群馬 太田.館耗 0 2 2 0 16 10 0 0

100% 0 1 0 13 0ヽ 2 2 100% 0ヽ 1 1 100ヽ 0%培玉 南部 0 0 1 1 27 17 0 2 95% 0 1 0 19 0% 2 2 100% 0% 1 1 100%

0%培玉 南西部 0 1 0 1 25 15 1 2 93% 0 0 0 0 0 0

1 1 100% 0%槍玉 真部 0 0 1 1 41 32 0 5 93% 1

0 142 0 0% 3 3 100% 0% 1 0 0%埼玉 さいたま 0 1 2 1 33 31 2 2 94% 1 2 46 18 0% 2 2 50% 0
ヽ 4 3 75% 0ヽ埼玉 県央 0 0 1 1 15 17 0 1 97% 2 2 8

0 25 0% 1 1 料;…ぎ臓 0ヽ 2 1 ≡.≒三重'弓3挽､ 0%埼玉 川越比企 0 0 1 1 42 25 2 5 90% 2 3 18 15 0ヽ 1 1 100% 0,ち 3 2 67%
0%培玉 西部 0 0 1 1 46 23 0 1 99% 2 2 94 30 0

% 1 1 100,i 0% 3 2 67% 0ヽ埼玉 利根 0 0 0 1 26 20

1 2 93% 1 1 52 5 0% 0 0 3 3 100,̀ 0,i培玉 北部 0 0 1 1 30 19 1 2 94,i 0 2 0 33 0% 1 1 0ヽ 1 1

100% 0%蛤玉 秩父 0 0 0 2 8 6 0 2 86% 0 0 0

0 2 2 loon 0% 0 0干集千集 0 1 1 0 42 31 0 8
89% 0 2 0 22 01i 5 3 60% 0% 6 6 100% 0%+I 美玉南部 0 1 1 0 51 38 1 2 97% 2 4 121 35 0ヽ 2 2 loon 0

ヽ 6 6 100,ち 0ヽ+I 圭X北部 0 1 1 0 51 27 0 2 97% 1 2 48
12 0% 3 3 100% 0% 1 1 100% 0ヽ千集 印沌 0 1 1

0 26 22 1 2 94% 1 1 44 3 0% 0 0 3 3 100% 0ヽ干兼 香取海匝 0 1 1 0 18 0 0 0 100% 1 1 118 12 0ヽ 7

7 100% 0% 0 0+I 山武長生夷隅 0 1 1 0 22 12 0 2 94%

2 0 107 0 0% 6 6 100% 0% 0 0千暮 安房 0 0 1 1 13 ll 0 1 96% 1 1 21 16 0% 3 3 100% 0% 1 1 10

0% 0%+i 君津 0 1 1 0 17 ll 1 0 96% 0 1 0 2

0% 2 2 100ヽ 0% 0 0千糞 市原 0 1 1 0 ll ll 0 1 95%

2 2 88 6 0ヽ 1 1 100% 0ヽ 1 1 100% 0%東京 区中央部 1 1 3 1 48 32 0 0 loon 3 1 89 4 0% 1 1 1

00% 0% 14 13 93% 0ヽ==- 区



(平成30年3月末時点)

rゑr.I'蔓振裾由､∧義裟出漁朋臓説'庶塊能報態絢ヾ乏if)≡;て:≡; i-).::i 株級は繊弱≧細 岩城 教薪公立篇陵故雀ブラシ .､ミ 潜:酪l套た地虻等萱o挺rS潟 畿強襲発

を妻琵賀蔓蔓等賀…第1四半期 第2#3四半期 第4四半期 対象**未報日未報_E]塊吾輩 非稼働 非稼働 非接触 非接触 謙論開始峯 策定対 策定済 謙論開始求 合意率(具体的対応方針) 策定対 策定済 議論開始査 合意率(具体的対応方針)四半期 病院数 有床診数 病院数 有床診数 病棟のある病院数 病棟のある有床診数 病棟の病床数(病院) 病棟の病床数(有

床■ 義医療機関数 み医療機関数 義医療機関数 み医療機関数神奈Jl 横浜 0 1 1 1 115 85 0 9 96% 4 8 166 83 0ヽ 6 6 loos 0ヽ 18 18 100%

0ヽ神奈)A 川崎北部 0 1 1 1 15 16 0 3 90% 0 2 0 25 0ヽ 1 1

100% 0ヽ 2 2 100% 0%神套JI 川幅南部 0 1 1 1 19 14 0 0

100% 1 5 41 49 0% 2 2 100ヽ 0% 2 2 100% Dヽ神楽J 0 1 2 1 28 24 0 1 98% 7 0 349 0 0,i 3 3 100% 0% 2

2 100% 0%神意日 湘南 東部 0 2 1 1 19 17 0 0 100% 0 1 0 1

6 0ヽ 2 2 100% 0ヽ 0 0袖奈Jl 湘斎西部 0 1 1 1 16 1

3 0 0 100% 3 0 73 0 0ヽ 1 1 loon 0ヽ 6 6 loon 0ヽ袖棄Jl 県央 0 1 1 1 28 21 0 0 100% 1 2 145 38 0% 2 2

100% 0% 3 3 100% 0%神楽 1;. = 0 1 1 1 34 ll 0 1 9

8% 3 2 237 18 0% 0 0 6 6 100% 0%袖棄JI 県西 0 1 1 1 21 10 0 3 90% 3 1 94 15 0% 2 2 100ヽ 0% 2

2 100% 0ヽ新盟 下越 0 0 1 2 13 4 0 0 100ヽ 0 0 0 0 3 3

100% OIl 2 2 100% loon新潟 新温 0 2 0 1 43 19 0 4 94

% 4 4 218 30 0ヽ 5 5 60ヽ 0ヽ 5 5 100% 0%新王岩 gL央 0 2 0 1 9 8 0 2 88% 1 0 51 0 0ヽ 2 2 100% 0,i 3 2

67% 0%薪 況 中越 0 3 0 3 18 5 0 1 96% 1 0 35 0 0%

1 1 100% 0% 5 5 lODヽ 0%薪児 負.潤 0 1 1 1 ll 5 0 1 94,

i 1 0 52 0 0% 8 8 100% 0% 1 1 ･̂…′ミ/;d覧 0ヽ新潟 上越 0 1 1 1 ll 6 0 2 88,i 1 1 41 12 0ヽ 4 4 100,i 0% 5 5 1

00% 0ヽ薪主監 佐渡 0 2 0 1 5 0 0 0 100% 1 0 3g 0 100ヽ 2 2

100,i 0ヽ 3 3 100% 0%暮山 薪川 1 0 2 0 12 3 0 0 loon
1 0 49 0 0ヽ 2 2 100ヽ 0ヽ 1 1 100% 0%書山 書山 1 0 2 0 41 20 0 2 97% 1 2 61 22 0ヽ 4 4 75% 0ヽ 5 5 100%

0%甘山 高岡 1 0 2 0 19 16 0 0 100,i 2 1 106 1

9 0% 3 3 100% 0% 3 3 100% 0,i暮山 ?.. 1 0 2 0 14 3 0 0 100,ち 2 1 84 19 0ヽ 3 ′3 100ヽ 0% 2 2 100% 0ヽ

石川 斎加架 0 1 1 2 17 14 0 0 loos 2 0 93 0 loon 3 3 100

ヽ 0% 1 1 loon 100%石川 石川中央 0 1 1 2 49 43 0 3 97ヽ 3 4 123 62 100% 5 5 100% 0ヽ 8 8 10Dヽ loon

石川 能登 中 部 0 1 1 2 10 6 0 0 100% 0 0 0 0 4 4 100ヽ
0ヽ -1 1 100% 100%石川 能魯北部 0 1 1 2 5 1 0 0 100,ち 0 0

0 0 4 4 100% 0% 0 0福井 福井.坂井 0 2 2 2 30 43 0
0 100% 2 6 100 84 0ヽ 2 2 100% 100% 6 6 loon 100%福井 奥連 0 1 1 1 5 3 0 0 loon 0 1 0 15 0% 0 0

1 1 100% loos福井 丹南 0 1 1 1 16 16 0 1 97% 0
3 0 50 0% 2 2 loon loos 0 0福井 1ーi.3 0 2 2 2 7 5 0 0 loon 1 0 25 0 0ヽ 3 3 loon loon 2 2 100ヽ

loosLu g 中北 0 0 1 0 27 27 0 3 94% 2 5 55 51 loon

5 5 100% 0% 4 4 100,i 0ヽ山梨 峡圭 0 0 1 0 13 4 0 0

100% 2 0 55 0 100% 2 2 100ヽ 0% 0 0山 峡青 0 0 1 0 6 0



(平成30年3月未時点)

lrnr●;､崖撚iiAA;--a;p'L;i:公一､漸庚vl#/儲観釜<三相V 左=lLJ::: 賀慧 ､ 鮎洩賀援挺教義汲邑蔓収ま撚従巌雀登'義政故立 てプ壱5,,キミ:̂ミ; 怒畿儀 ●∨∴

㍍=:025ブラシ…扱§はを絶望第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 対象病院数 Bt有床詮 未報告病院数 未報告有床訟 ･報告峯 非稼伽病棟の 非積伽病棟の 非稼働病棟 非稼働病棟 経論開始峯 策定対象 策定済 謙論開始峯 合意率(具体的対応方針) 策定対象 策定済み 議論開始皐 合意率(具体的対応方針)i5ク'数 一yA ある病院数 ある有床診数 の

病床数(病院) の病床数(有床■ 医療機関数 み医療機関数 医療機関数 医療機関数岐阜 岐阜 0 1 1 1 38 65 1 1 98% 2 4 69 41 0ヽ 3 3 loon 0
ヽ 6 6 100ヽ 0ヽ岐阜 ･- 0 1 1 1 14 25 0 0 100ヽ 0 4 0

47 0% 2 2 100ヽ 0% 2 2 100% 0ヽ岐阜 中濃 0 1 1 1 16 19 0 0 100ヽ 2 1 124 19 0ヽ 3 3 100ヽ 0% 3 3 100% 0,ち
岐且 i;I 0 1 1 1 13 14 0 0 100% 4 1 252 19 0ヽ 7 7 1

00% 0% 1 1 100% 0ヽ岐阜飛姓 D 1 1 1 8 6 0 0 100% 0
1 0 10 0ヽ 3 3 100% 0% 3 3 100% 0ヽ書争岡生産 1 1 1 1 6 4 0 0 100ヽ 2 0 85 0 100% 1 1 100% 100% 2 2 10

0ヽ 0ヽ仲間 熱海伊東 1 0 1 1 8 12 0 0 loon 0 1 0 4 0ヽ 1
1 100% 0ヽ 1 1 100% 0ヽ侭田 腱某日方 2 2 2 2 43 47 0 1 99% 3 8 122 59 0ヽ 2 2 100% 50% 6 6 100% 0%

仲 間 暮士 1 1 1 1 14 25 0 0 100% 1 5 45 77 37ヽ 3 3 100
ヽ OIi 0 0仲間 仲間 1 0 1 1 24 27 0 0 100% 3 4 204 16 4%

4 4 100% 0% 6 6 100% 0ヽ仲間 志太榛原 1 1 1 1 ll 16 0
0 loon 0 0 0 0 4 4 75% 0ヽ 0 0輪Ril Ftl兼遠 1 1 1 1 14 17 0 0 100ヽ -0 -4 0 26 0% 6 6 loon 0% 0 0

輸 rEl 西部 1 1 1 1 30 44 0 1 99% 3 7 99 73 10ヽ 4 4
100ヽ 0ヽ 8 8 100ヽ 0ヽ愛知 名古屋.尾張中 0 1 0 1 124 100 0 0 1

00% 9 14 414 147 0ヽ 4 4 100ヽ 0ヽ 21 21 95% 0ヽ愛知 海部 0 1 0 1 9 17 0 0 100% 0 2 0 14 0% 2 2 lo
on 0ヽ 1 1 100% 0%愛知 尾張東部 0 1 0 1 16 22 0 0 loon

2 3 161 35 0% 1 1 100% 0ヽ 3 3 100% 0%愛知 尾張西部 0 1 0 1 17 28 0 0 100% 1 5 46 28 0ヽ 3 3 1
00% 0% 2 2 loon 0ヽ愛知 尾張北都 0 1 1 1 20 41 0 0 100% 1

4 40 39 0% 2 2 100% 0% 2 2 100% 0ヽ愛知 知多半島 0 1 0 1 14 26 0 0 100ヽ 1 4 90 42 0% 4 4 100% 0ヽ
1 1 100% 0ヽ愛知 0 2 0 1 14 13 0 0 100% 0 0

0 0 1 1 100% 0ヽ 3 2 100% 0%愛知 0 1 0 1 21 22 0 0 100% 0 3 0 26 0ヽ 2 2 100% 0ヽ 2 2 100ヽ
0%愛知 0 1 1 1 12 13 0 0 100% 1 2 ー0 10 0ヽ 2 2 1

00% 0% 1 1 loon 0ヽ愛知 0 1 0 1 5 5 0 0 loo

n 1 2 26 8 0ヽ 2 2 100ヽ 0ヽ 0 0 0ヽ愛知 0 1 0 1 32 28 0 0 100% 0 4 0 61 0% 3 3 loon 0ヽ 2 2 100ヽ 0

%三壬 轟Ji 0 0 1 1 13 10 0 0 100% 2 0 70 0 100%

3 3 100% 0% 1 1 100% 0ヽ三重 三瀬 0 0 1 1 15 9 0
0 100% 0 1 0 8 0% 2 2 100% 0% 2 2 100% 0%三重 鈴1 0 0 1 1 10 ー2 0 1 95% 0 0 0 0 1 1 100% 0ヽ 3 2

67% 0%三主 津 0 0 1 1 20 10 0 2 93% 1 0 40 0 0ヽ 1 1 100% 0ヽ 4 4 7



(平成30年3月末時点)

棚､､p小Y'̂/さ軸:二三;一Nlt状況病床viB態 斬公立病虎改鼓 ;1-JJ

V搬隈鷲2M)がプラン稀鮮翻流抜妄第1四半期第2四半期#3四半期#4四半期 対象病院数 対象有床診未報告病院数禾報告有床診報告峯 非接触病棟の 非稼働病棟の 非稼働病棟の 非稼働病棟の 誰論開始@ 策定対象 策定済み 策定対義 策定済み 雑報開始垂 合意率(具体的対応方針)E.>数 >数 ある病院数 ある有床診数 ･病床数(病院) 病抹数(有床■ 医療機関数 医療梯関数 議論開始垂 合意率(具体的対応方針) 医療梯関数

医療機関数京都 丹後 0 1 106 2 0 0loon 0 0 0
0 2 2 0ヽ 10 0%京都 中丹 0 1 1 014 9 0 291% 2 0 77 0 0ヽ 4 4 0% 3 3 0ヽ京都 育丹 0 1 2 0ll 5 0 194% 1 0 52 0 0ヽ 3 3:::≡;鍋 0

ヽ 00京都京都.乙訓 01101044701590%6026000% 2 2※､:泊短0%llll 0ヽ京都山城北 01102390488%0000 ､00 22 0ヽ貢都山城青 01103200100%104300%22∴<-/;鶴0%0 0大阪 豊能 2 01043192294% 306100%44 0% 6 6弓‥:.:<0% 0%大 三上 0 21033201196% 1259200ヽ 00 5 5※<ミo毎0%大阪 北河内 0 21057361198% 3110440%11H/
01% 0% 4 4I;3<カ短0%大阪 中河内 0 2 1 0 33 20109

8% 0 3 0 14 0ヽ 33※鵬 0ヽ 11･ミ<̀う/r;d藍 0ヽ大阪 南河内 0 2 1 0 33 1200100% 0 2 0 100% 2 2≡::≡偽 0ヽ 3 3
･､三…jo東 0%大阪 0 2 2 0 38 240592% 1 5 39 36 0ヽ 11

0% 5 5 0ヽ大阪 泉州 0 2 1 0 62 202196% 3292260
ヽ 7 7 0ヽ 2 2 0ヽ大阪 大阪南 0 2 10178675ll93% 55271250% 4 2 0ヽ 15 15 0%兵庫 神戸 0 1 2 6994900100%2288270ヽ 6 6loos0% 9 9loon 0%兵庫 阪神(阪神甫) 0 1 0 1503700100%23108150%44100ヽ 0ヽ 22100% 0ヽ兵li阪神(阪神北) 0 1 0 1311900100%41141190%44100ヽ0%22100% 0%庫･=J-.≡;三一 011134290010

0%44209410ヽ 55100%0ヽ 11100% 0ヽ兵庫MW兵庫兵Li北 010120800100ヽ 1316260%44100%0%22ー00% 0%( 0101352100100%1444530ヽ 22100%0%33100% 0%播磨姫路(西播010122ll00100ヽ 1144170ヽ 66100%0%00但馬 0 2 11 9 200100% 10600ヽ8 8100% Oヽ 00兵丹波 0 1 0 1 7 400100% 118480ヽ1 1100% 0ヽ 11100%0%兵Li淡路 0 1 0 1 101000100% 010190%1 1look0%00奈良奈良 00 1 0 22700100% 102900ヽ2 2100ヽ 0ヽ 22100%0%煮豆東和 00 1 012800100% 010190ヽ3 3100%0%11100%0ヽ太良管 00 1 01870196% 105200%2 1100%0%2150%0%奈良･.l 00 1 017ll0293% 23313280% 1 110〔)ヽ



(平成30年3月末時点)
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jr7Tt湖芸暑鳥篭妻≡毒蔓撃桑警蔓諾*l四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 Ht病院数 対象有沫診 未報告病院数 禾報告有床畝 報告峯 非稼働病棟の 非稼肋*#の 非稼働病棟の 非稼働病棟の 経論開始峯 策定対負 策定済み 謙論開始塵 合意率(具体的対応方針) 策定対I 策定済み 議論開始垂 合意率(具体的対応方針)一故 ■A ある病院数 ある有床

診数 病床数(病院) 病床数(有床珍) 医療機関赦 医療機関赦 医療機関数 医療機関数島根 松江 0 1 2 1 12 13 0 1 96% 1 2 48 16 75% 2

2 100% 0ヽ 3 3 100% 0%島根 異音 0 2 3 0 4 0 0 0

100ll 0 0 0 0 3 3 loon 0ヽ 0 0上根 出辛 0 2 0 1 9 ll 0 0 100% 0 0 0 0 2 2 100% 0ヽ 1
1 100% 0%A租 大田 0 2 2 2 4 7 0 0 100% 1 1 54 6 9

0% 2 2 100% 0% 0 0よ租 浜田 0 1 1 1 8 6 0 0

100,i 1 0 40 0 100% 0 0 2 2 100% 0%AL租 益田 0 1 1
1 4 1 0 0 100% 1 0 49 0 loon 1 1 100% 0,ち 2 2 loon 0ヽ-.t= 辻.二【, 0 2 2 0 2 0 0 0 100% 0 0 0 0 2 2 柊

…涌兎≡ 0ヽ 0 0田山 l■南東部 0 1 1 1 70 78 1 7 95

% 4 8 287 99 100% 9 9 100% 0% 13 13 92% 0ヽREl山 ■県南西部 1 2 0 0 47 52 1 5 94% 2 7 242 88 0% 4 4 75% 0%

3 3 き≡き≡葵ま≡…鵬 0%岡山 7K梁.新見 1 0 0 1 7 5 0 0

100% 0 2 0 34t o私 1 1 look 0ヽ 0 0岡山 暮庭 1 0 0 1 6 4 0 0 100% 0 2 0 38 0ヽ 1 1 100% 100% 0 0

岡山 津山.英田 0 1 0 1 16 20 0 1 97% 0 4 0 63 0% 2 2 10

0% 0% 1 1 100% 0%広島 広土 1 0 0 2 86 92 0 7 96% 5 9

219 95 0% 8 8 100% 0% 6 6 100% 0%広島 広A西 1 1 2 0 12 8 1 0 95,i 0 1 0 9 0ヽ 0 0 2 `2 loon

0ヽ■■● 盟 1 2 1 0 23 19 0 0 100ヽ 2 3 76 48 0
ヽ 1 1 100% 0% 5 5 loon 0%広島 広島中央 1 3 3 4 17 15 0 1

97% 1 1 25 19 0% 1 1 loon 0ヽ 2 2 100% 0ヽ広JL 尾三 1 1 1 1 22 18 0 0 loon 2 1 68 19 0% 3 3 100% 0% 4 4 100% 0ヽ
広A 福山.府中 1 0 3 1 41 39 0 4 95% 1 5 35 71 0% 4 4

100% 0ヽ 2 2 loon 0%広A 1削 ヒ 1 0 2 1 ll ll 1 3 82% 0 0 0 0 2 2 100ヽ 0% 1 1 loon

0%山口 岩国 0 1 2 1 14 5 0 0 100% 0 0 0 0 2 2 loon 0

% 2 2 loon 0%山口 柳井 0 1 1 1 7 8 0 0 lODヽ 1 0 32

0 100ヽ 3 3 :渋…練 0ヽ 2 2 0%山口 書F-l 0 1 2 1 21 16

0 0 100,i 0 2 0 24 100% 3 3 100% 0% 2 2 100% 0%山口 山口.【防府 0 1 4 0 21 21 0 0 100% 1 3 48 42

0% 1 1 100% 100% 4 4 100% 100%山口 宇部.小野田 0 2 4 0 23 12 0 0 100,ち 1 1 42 13 0% 3 3 loon 0% 5 5

100% 80%山口 下関 1 0 3 2 22 37 0 0 loon 3 2 151 28 0% 2

2 100% 0ヽ 4 4 100% 0ヽ山口 長門 0 1 2 1 4 2 0 0 loon 0 0 0
0 0 0 1 1 100% 0ヽ山ロ A 0 2 0 1 6 4 0 0 100% 0 0

0 0 1 1 100% 0% 0 0し-り 圭部 0 0 2 0 63 81 1 5 96% 2 6 47 68 100% 3 3 loon 0ヽ 5 5 100ヽ 0%
徳島 南部 0 0 1 1 18 7 0 0



(平成30年3月末時点)
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EJ■+025プラニ漠真桜議,%溺弟1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 対象病院数 対象有床絵 禾報口病院数 未報口有床診 報舌峯 非稜働病棟の 非棟柵病棟の 非稼働病棟の 非稼働病棟の 護論開始率 策定対暮 策定済み 議論開始峯 合意率(具体的対応方針).策定対-負 策定済 謙論開始壷 合意率(具体的対応方針)+I# 数 ある病院数 ある有床診数

病床数(病院)病床数(有床諺) 医療機関数 医療機関数 . 医療榛関数 み

医療機関数高知 安芸 0 1 0 1 6 5 0 1 91% 0 0 0 0 1 1

loon 0ヽ 0 0古知 中央 0 0 5 3 89 58 0 0

loon D ll 0 189 0% 5 5 80% 0% 6 6 33% 0ヽ高知 古l轟 0 0 1 1 7 2 0 0 100% 0 0 0 0 1 1 100ヽ 0% 0 0

高知 幡 多 0ー 1 0 1 17 7 0 0 100% 0 0 0 0 3 3

1〔lOヽ 0ヽ 0 0福岡 福岡.糸A 0 1 3 2 108 153 0 9 97% 0 14 0 164 0ヽ 2 2 100% 0,ち 15 15 100%

0ヽl=-=- 蒼白崖 0 1 2 2 24 17 0 1 98% 2 0 63 0 0
ヽ 0 0 2 2 loon 0ヽ福岡 宗像 0 1 2 1 ll 20 0

2 94% 0 3 0 49 0% 0 0 1 1 100% 0%福岡 筑紫 0 1 2 1 24 34 0 2 97% 0 3 0 57 0% 0 0 3 3 loon

0ヽ福岡 I.]:二 0 1 3 0 6 7 0 0 loon 0 2 0 23 0% 0

0 1 1 10D% 0ヽ福岡 久留米 0 1 3 2 43 73 1 4 96ヽ 1 7 4

1 72 0% 0 0 6 6 100ヽ 0ヽ福田 八女.筑後 0 1 2 1 13 ll

0 1 96ヽ 0 2 0 10 0ヽ 3 3 loon Dヽ 0 0福岡 有明 0 1 2 1 27 35 0 0 100% 3 5 123 76 0ヽ 1 1 100ヽ 0% 2 2
100% 0%福岡 飯塚 0 1 3 1 20 24 0 0 100% 1 3 45 49 0

ヽ 1 1 ※海転 0% 4 4 100ヽ 0%):-:... 直方.抜手 0 1 2 1 1
0 9 0 0 100% 0 3 0 44 0% 2 2 100% 0% 1 1 100ヽ 0ヽ福岡 田川 0 1 3 0 13 19 0 0 100% 2 5 95 66 0ヽ 3 2 loon

0% 1 1 100ヽ 0%福岡 北九川 0 1 3 4 86 113 1 3 98ヽ 2 12
24 162 0ヽ 5 5 100% 0% 13 ー13 100% 0ヽliFEl -▲､ 0 1 2 1 14 17 0 2 94% 0 1 0 19 0ヽ 0 0 1 1 100ヽ 0ヽ

′■ 中部 1 1 1 2 34 58 1 1 98% 0 6 0 94 0% 4 4 75
% 25% 4 4 100,i 75%佐生 真部 1 1 1 2 12 17 0 1

97% 1 0 55 0 100% 0 0 1 1 100% 100,ち′■北部 1 1 1 2 15 22 1 1 95% 0 7 0 79 0,i 1 1
100ヽ 100% 2 2 loon loon佐)(西部 1 1 .1 2 9 15 0 0 loon 1 4 18 57 24% 1 1 100% 0ヽ 1 1 1

00% 0%佐賀南部 1 1 1 2 23 39 0 1 98% 0 4 0 48 0% 1 1 10()%
100% 1 1f lOO% 0ヽ長崎 長崎 0 2 1 2 44 81 1 1 98% 0

14 0 159 0ヽ 1 1 100ヽ 0% 4 4 loon 0ヽ長嶋 佐世保県北 0 1 4 1 27 61 0 1 99% 2 6 100 85 0% 4 4 1
00% 0ヽ 3 3 loon 0%長崎 県央 0 1 0 1 23 60 0 4 9

5% 1 6 54 84 0% 1 1 100% 0% 4 4 100% 0%長嶋 l■南 0 0 2 1 15 35 0 0 loos 0 4 0 47 0ヽ 2 2
100% 0ヽ 0 0長崎 五島 0 0 1 1 4 10 0 0 100% 0

2 0 22 0% 2 2 100% 0% 0 0長嶋 上玉JL 0 1 0 1 1

1 0 0 100ヽ 0 0 0 0 1 1 三慾､≒鵬 0ヽ 0 0長嶋 壱岐 0 0 1 1 5 0 0 0



(平成30年3月末時点)
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.-Lp,二+Oがプラ十携綴弘野弓第1四半期第2四半期 第3四半期 第 4四半期 対象病院数 対象有床払 未報口病院数 未報口有床払 鶴告奉非稼働病棟 非稼働病棟 非縁側病棟 非稼働病棟 誰論開始虫 策定対I 策定済 議論開始垂 合意率(具体的対応方針) 策定対負 策定済み 謙論開始薮 %**(具体的対応万金+)■◆数 ■数 のある病院数 のある有床診数 の
病床数(病院) の病床数(有床珍) 医療機関数 み医療機関敢 医療機関数 医療機関数

大分 東部 0 0 1 0 30 47 0 2 97% 0 4 0 33 0ヽ 2 2 0%
4ー 4 100% 0%大分 中部 0 0 1 0 49 109 0 1 99% 2

12 105 157 0% 1 1i 0%77loon 0%大分 粛部 0 0 1 0 7 10 0 0 100% 1 2 52 36 0% 0 0 11100% 0%大分皇肥 0 0 1 0 6 12 0 0100% 0 1 0 19 0% 1 1 0ヽ 1 0 帆 0%大分 西細 0 0 1 0 17 23 0 0100% 0 6
0 69 0ヽ 0 0 1 1 100ヽ 0ヽ大分 北部 0 0 1 0 21 31 0 2 96,i 0 5 0 61 0ヽ 1 1凝室賀重さ鍼書芸ぴ鴬 0ヽ 1 1 100% 0%

= 宮嶋東諸県 0 0 2 2 36 63 0 0 100,i 1 8 50 103 0%

2 2 100,ち 0% 5 5100% 0%吉崎 鹿渡赴諸県H_州延岡西日一件
0 0 1 1 24 41 0 0 100ヽ 0 8 0 129 0ヽ 0 0 2 210

0% 0ヽ三一 0 1 1 2 17 15 0 0 100% 1 2 50 3076% 4 4
100% 0ヽ 0 0宮臆 日面轟FER 0 0 1 2 ll 8 0 0 100,ち 0 0 0 0 3 3100% 0ヽ 0 0宮崎 西 cI1 1 0 14 100 0

loon 0 0 0 0 3 3100% 0ヽ 0 0-土崎西児■ 011 010 90 0loon 2 2 45 30 0% 2 2100% 0ヽ 1 1l
oon 0ヽ宮嶋 日向入郷 001 1ll 13 0 0100% 1 1 ll 19 0% 3 3

100% 0% 1 1 loon 0ヽ鹿児JL 鹿児JL 1 1 4 2 96 131 1 6 97% 1 25 60 327 0% 1 1 100% 0% 8 8 100% 0ヽ虎児 有産 0 0 2 1 27 33 0 0 100% 1 2 128 31 0ヽ
3 3 100% 0% 1 1 100% 0%虎児 川 0 0 4 6 14 25 0 0 100Ii 3 5 68 84 0ヽ 0 0 2 2 100% 0%

虎児JL 出7-i 0 0 1 3 5 16 0 0 100% 1 1 6 19 0%
1 1 100% 0 % 11100%0%･;==-. 姶良.伊佐 0 3 6 5 29 54 0 0 100% 3 7 83 79 0ヽ 2 2 100% 0 ヽ 11100%0ヽ鹿児島 曽於 1 00 289 0 0100%1234880ヽ00 1



公立･公的病院等の病床数とr将来の病床数の必要量｣との単純な比較

※｢公立･公的病院等｣とrま､斬公立病院改羊プラン及び公的医dE枚朋等2025プランの対象医dE鍵朋をいう｡

※｢②平成29年度ホ床横能報告における公立t公的掃除等の病床数(床)｣､｢③平成29年度満床機能報告におけるその他の医7*機関の病床数(良)｣は､速報段Riの租♯flによる価である｡

♯江府yL耕せ区JA

7LLE書性XI ■tII EgtrJl t
ttEJI北海SI 南淡A 585 1,759

1.818 8【l5北海51 甫袖

山 0 56 119 70北淡i暮 七

JJL+山 柑 103 196 228北海;I 札PE 3.913 10.951 8.923ll
,999北海辻 後志 164 838

8581.264北海辻 南空知

98 474 708 645北海辻

中空知 124 424 435 626北海i暮 北重知 17 100 153 252北類1 西月旦振 279 800

8201.127北兼nl 兼胆振 233 752
800 877北知nL 日本 20

103 259 255北海;Ⅰ 上川中部 889 1.795 1,813
1.528北海;I 上川北部 83

229 251 249北海nl T良粁 25 120 ー77 165
北海it 甲萌 35 142 191 195北海it 宗谷 28 127 271 158
北海辻 北粥 275 790 7

44 841北海正 遠紋 48 188 2

85 281北海it +勝 368 1.14

1 1,207l,356北海it 釧路

355 1.139 769 750北海iI 牧童 20 97 236 144
++ 斗軽地域 318 1.110

1,244 467++ 八戸地域 323 1

.122 1.082 704T森 *森地坪 338 900 1,127 859■■ 西北玉地城 43 270

24E)245■■ 上十三地Jt 98 50El 371
203■■ 下北地域 39

182 16B 84岩手 盛岡 547 1,553 1.861
1,224岩手 せ手EPAA

135 43B 555 248岩手 胆江 84

357 312 445岩手 両省 76 278 290 237岩手 気仙 44 1



※r公立･公的病院等Jとは.新公立病院改羊プラン及び公的医dt機関等2025プランの対点医頼梯関をいう｡

※r②平成29年J*病床様能報告における公立･公的病院等の病床数(床)J.r③平成29年度病床機俄報告におけるその他の医dt撫関の病床赦(床)｣は.速報段指の粕井計による価である｡

細江府it8(想区gt
事tttLJl ItLJIl 回grAI *

tLJII秋田 大津.鹿角 67 30
0 298 279秋田 北秋

田 13 SO 57 15秋田 能

代.山木 72 300 246 ー55秋田 秋日周辺 480 1.4【)8 1.120 1.013

秋田 Fbq事笹.l三かrZ 77 374246 452秋田 大仙.仙北

85 308 250 224秋EE] 横手
97 360 192 218btEEl iA沢.挨h* 31 155 137 8

B山形 flLLl 523 1.6

87 1.431 1,232山形

JL上 43 210 238 85山形 t

■ 15g 610 573 407山形 庄内

208 614 698 5518lA yE北 404 1.462 1,867

452叫■ yk中 469 一.6

40 1.404 1,130手■A y

L# loo 387 247 155手■■ *+.+*+ 256 84g 8

48 508書■A 相双 45 2
33 243 204叫JL いわき 264 8D9 750 873

茨城 水戸 621 1.626 1,51
0 721茨城 日立 ー72 819 713

346茨城 JLt 150 673

738 551茨城 虎行 70 37

3 443 379茨城 土浦 2

36 687 B42 365茨城 つくば 436 1.209 895 949
茨城 瀬羊.tケヰ 307 1.278

1,242 877茨城 筑西.下書 54

337 615 552茨城 古河

.坂東 133 643 4ー9 274栃

木 県北 232 830 922 501栃木 粍西 105 459 358 272

栃木 宇都宮 437 1,457

1363 1.167栃木 9E3t 61 271 200 l54

栃木 yL# 687 1,735 1

,782 573栃木 両毛 206 63

3 574 499群Jt 竹浦 52⊆l 1.429 り49 459TfJt



※｢公立･公的病院等｣とは.析公立病院改革プラン及び公的医書横間等2025プランの対k医療横関をいう｡

妬｢②平成29年度病床機能報告r=おける公立.公的病床等の病床数(床)人｢③平成29年度病床模擬報告におけるその他の匪dE境閑の病床数(床)Jは､速報段階の粕#計による牡である｡

都江府Jt+せESJ*

書JZA任期 JLtII Li)41 ■

tLJll埼玉 ■ 6D9 1,922

1,623 871埼玉 甫西部 425 1.

685 1.356 1.311埼玉 支離 8

31 2,783 2.734 2.587埼玉 さいたま 一.039 2.770 2.301 1.

554埼玉 県央 344 1,273 1,120

797斗王 川赴比企 802 2,260

2.51B 2.072埼玉 酉瀬 894 2

.24g 2.37D 2.83B埼玉 利根 42EI 1.580 1.448

1.176抽玉 北部 327 1.258 1.

088 791埼玉 秩父 31 174 181

214千# ++ 1.077 3.028 2.520

1.859千兼 ■■■せ 1.376 4.7

88 4.072 2.779千乗 末書北部 1,386 4.227 3.647 2

.439千葉 印施 5【l4 1,9

47 1,625 1.3BZ千葉 書取海匹 289 745 587 56

0千葉 山★■士tI loヰ 887 948

994千兼 安JF 308 602 358

373千兼 着氷 232 808 81【) 522

++ 市原 284 826 695 335X京 区中央部 3.331 6,882 3.84B 80

且東京 区甫秒 1.349 3.584 2.73

0 927東京 区西甫部 1.492 3.71

D 3.080 1.701X京 区西部 2.

058 4.982 3.944 1,184東京 区西北部 1.845 5.513 4,B79 3.147

東京 区★北部 837 3,182 3.370 2.3

47東京 区兼帯 1.088 3.633 2.739

857東京 酉多Jt

275 967 1.031 1.475東京 ★事■

995 3.290 3.067 4,3913t京 北多JI百折 595 I.787 1.453 1

.001東京 北多JP#群 1,429 3.087 2.83

7 1,551東京 北多Jt北部 598 1.87

7 1.830 1.734X京 ALよ 0 21

20 0神奈川 横浜 4,1B7 10.88

7 8,883 8.398神東川 川崎北部 887 1.808 1.437 1.171

神楽川 川♯市部 858 2,32
7 1.589 572##Jrl 廿ytX.三浦 780 2.210 1,913 1

,227神楽川 湘市東部 539 1,58

5 1.808 1,150神勅 Il

湘甫西砂 752 2.140 1.404 1.205神奈川 粍央



拭r公立･公的病院等Jとは､斬公立病院改革プラン及び公的匡dE様関等2025プランの対A医療梯関をいう｡
※｢②平成29年度病床機能報告における公立･公的病浜等の病床歎(床)人｢③平成29年度病床操舵報告におけるその他の医dE機関の病床数(床)Jは､速報段階の租暮計r=よる価である｡

和辻府yE耕憩区J*

+tITH +tLIll 回gEAI

tLtEl暮山 新川 86 37

5 346 403T山 TLIJ 536 1.

848 1.380 1.374■山 7B周 233 915 750 4

93t山 砺波 75 316 26

9 378石川 甫加東 14B 696 567

604石川 石川中央 940 2.

859 2,648 1,913石川

能登中部 108 4ー7 325 425石川 能登北齢 31 158 154 1

08書事井 捕井.横井 588 1

.691 1.502 871書暮井

奥題 18 129 18T 93碓井 丹甫 55 423 577 986

## ■★ 76 333 8

86 284山梨 中北 403 1,

353 1.227 1.l6ーLb# 牧羊 48 279 978 41

9LJJ# ●■ 0 78 10

2 83山梨 T士.★部 84 318

259 117長野 佐久 193

733 494 334長野 上小 98 547 6∈l6 423

長野 栃肪 215 719 51

0 289JLFF 上伊那 119 432

381 221:■野 粧伊 1

29 555 4T8 288JE粁 木一 1

4 58 4○ 28長野 松本 503 1.432 1.098 582

長野 大北 36 197 108

82長野 長野 543 1.634

1.196 1.047兼好 北
fF 57 244 1B2 58tl■ 岐阜 889 2,767 2.20ー 1.247

岐阜 酉it 253 917 74

4 516岐■ 中jA 228 9DZ

841 442蝿■ 兼jA 238 838

653 332岐■ 飛騨 108 3BO 826 192仲間 文茂 20



※｢公立･公的病院等｣とは.薪公立病焼改革プラン及び公的医dE横間等2025プランの対女医dE機関をいう｡

汰｢②平成29年度病床機能報告における公立･公的病院等の病床数(床)｣.r③平成29年度病床機能報告におけるその他の医汝銭関の病疎放(戻)｣は､速報段指の租暮計による価である.

朝辻府9E7+想区域

事JlJlTIJA JL性対 ii)EIl

サ性JI愛知 {古JL.AIL中I 2.885 8,067 7

,509 3,578愛知 海書F 1

92 840 772 377愛知 JE張東和

799 2.309 1.374 786愛知 尾張西部 407 1,394 1.508 613
愛知 馬首長北部 565 1,822 1,789

1,209愛知 知多半島 SID 1,10

8 1.209 Er74愛知 酉三河北部 368 1,1

28 990 578愛知 EL三jrIIIItI 585 1.703 1.770 940

愛知 tLiiE+IL■ 231 708 902

4BEi愛知 Jl=河北tl 19

103 70 75愛知 ■三甲■■ 537 1.633 1,587 1.

457三I 桑A 114 497

554 SEES三Ⅰ 三言四 2

99 725 874 629三暮84 151 529 478 503三王 5+ 314 934 881 72

7三暮 tlt 77 284 329

之19三1 松阪 222 84

1 589 3B5三1 伊野志Jt 216 527 501 443=Jl 3(妃州 2EI 122

174 236渡米 大津 470

1,161 981 6■5漉父 湖甫 294 999 892

521渡文 甲文 78311
448 341渡文 兼近江 17

4 4B5 551 822渡米 湖東 82 355

293 284せt 湖北 161 446

288 67漉東 湖西 18

114 ー48 112京都 丹後 7ー 263

352 184京都 中丹 184 634

557 282耳■ 甫丹 80 360 27

8 5ー¢## 京都.乙P 2.487 8.8

85 6.DD5 5,926## 山城北 30

9 1.200 1.191 1,648京都

山城甫 56 221 159 T29大版 土能 1.436 4.044 3.577 2.421



･Xr公立･公的病院書｣とは.斬公立病床改革プラン及び公的医dE横関等2025プランの対*医dE機関をいう｡

※r②平成29年度病床iI能報告r=おける公立･公的病院等の柄珠戟(床)｣.｢③平成29年度満床模範報告におけるその他の医沈機関の病斥赦(床)Jは､速報段梓の粗JE軒による価である｡

淋nl府yk8着 EaJt

X虎&性Xq JLtLl 申す■

tt性Xq兵JI 神戸 2.074 5.9ー0 5

.032 2.631兵lt 姫神甫 1.279 3,

488 2.859 1.884兵JI 阪神北 49

7 1.89【I 1.718 2.465兵Ft 東fFJB 730 2.229 2,115 1,38

0貞∫l 北NFJq 234 988 889
1,257兵Ft 中十一 858 1.9

59 1.901 752兵4E ZS+JL 145 708 90【) 4

88兵JT 但■ 133 541

478 250兵JI 丹波 52 236

204 33g兵II 淡路 9

9 328 438 559奈良 *JL 329 1.170 1.1:け 906

奈良 ★和 285 983 830
318奈良 西和 283 932 1,11

3 977奈良 中和 . 355 1

.209 1,130 709奈良 甫和 23 130 123 17
1和歌山 和中山 SB8 I.674

1.836 Zl83和歌山 那9( 48

267 261 385和歌山 挿木 6

5 267 327 78和歌山 有

田 0 146 148 201和歌uJ 御坊 20 21【) 191

234和ItLIJ EZl辺 12

0 404 340 249和ttLLJ ホ書 44 174 212 T

54JLO ★部 218 74D

699 588▲取 中AP Z3

3 402 449 224Atl 西部 282 877 989

347I 松江 212 810 712 740J

71 *甫 15 113 254 141A根 出J

l 255 644 421 341▲tL 大日 13 93 174 12

3■tL 浜田 182 255 212

281■叶 益日 47 214 17【l 1

73▲ lltE 8 39 50

38洞LLl PE甫X部 I.187 3.335 2.927 2.D29

TILLl 県南西部 888 2.722

2.761 1.866岡山 T梁.斬A 17 123 134 192岡山



Hr公立･公的病院等｣とは､新公立病院故羊プラン及び公的医*珠洲等2025プランの対&医稚梯関をいう｡
捕r②平成29年度病床横能報告r=おける公立･公的病院等の頼床致(床)｣.｢(卦平成29年度柄床模範報告におけるその他の匡点稚閑の病球数(斥)Jは.速報段Riの粗♯計による価である｡

♯nl府yt構想区城

■JtLtlJ JLtLI 回grAI

tlttI山口 岩国 131 41

9 446 505山ロ 細井

4g 25D 229 583山口 周甫 223 745 842 737

山口 山口.防府 275 974 899 860

山口 車知.小野田 328 987 ～8

79 I.064山口 下側 284 856 1.067 I,29

5山口 長門 29 川9 131 12B

山口 辛 24 178 181

232+A 東部 492 1,6

05 2,080 1.94644 甫部 ー79 514 613 557

tA 西部 47 274 310 377香川 東部 807 1,853 1.

698 1,093香川 小豆 0 88 1

02 73香川 西部 439 1

,450 1.596 一.118I+ 宇★
Sl 317 294 217愛蛙 ポJF浜.草魚 196 828 677

64El愛娘 今治 118 .

朋2 708 430t 松山 781 1,99

5 2.087 1.838I+ 八～浜.大計 59 488 693

443愛娘 事初a 120 418 454 305

書知 安芸 0 199 205 225

7k知 中央 834 2,065
2.4【l3 3.37076知 XM 0

265 227 2897B知

●事 ¢ 331 361 402結岡 相同.糸島 2.958 7.751 6.235

4.032相同 粕屋 2一g 777 I.

333 1.077枯圃 宗俄 82

458 679 460II岡 筑紫 409 1.274 1.499 922

細岡 tI■ 62 364 462 302相関 久野米 84g 2,095 1.93
9 1.203相同 八女.筑後 ー48

688 627 385書一同 有明 ー72 8ー2 1.218 I.26

3書一閃 瀬塚 304 882 861 653手■岡 TL*.#*



※r公立･公的病院等｣とは.薪公立病暁改革プラン及び公的医dE棟柵等2025プランの対*医療准関をいう.
※｢②平成29年度病床横瀬報告における公立･公的病暁等の頼幕政(床)｣､｢③平成29年度病床権能報卓におけるその他の匪dE捷朋の病帝政(床)Jは､速報段階の租集計による価である｡

市立府9F群憩区3*

+JtJLtH At9-期 回すXI

QE位JI長崎 長崎 851 2.437 2

.537 1.776長崎 佐世保れ北 319

1.086 1.242 864長崎 県央 359 1.063 993 1,14

5長崎 県南 98 491

475 L373長崎 五A 18 116 ー54 49

Jt一書 上玉A ○ 51 54

25長崎 壱岐 ロ 74 94 97JE特 対■ 14 82 111 16

熊木 n本.上B* 1.376 3.
585 4.232 2,846触本 宇城 25 214 358

402熊本 有明 83 359

399 455熊本 A+ 33

147 207 99池本 +

64 453 578 549池本 阿蘇 28 119 110 1

98熊本 八代 113 440 4f

9 382熊本 芦北 35 160 199

352熊本 Z+JL 67

240 234 292熊本 天■
59 310 316 677大分 ** 285 996 1.223

793大分 中部 759 2,545 2.5

71 1.463大分 甫部 80 3D5

447 128大分 土肥 33 177
223 175大分 西音声 55 245

369 141大分 北部 123

640 558 355宮崎 I+tJJI 558 1.602 1.824

962書■ ■■北暮■ 21B 678 740

27【l書■ ELIIZSE3+

108 418 522 309++ El輔串rU) 37 165 270

4【)7官一書 西帯 27 184 399
206書■ 西都児沸 18 152

4ー8 324宮崎 日向入細 38

18ー 349 181鹿児島 虎児A 982 2.778 2.880 2

,244虎児Jl甫就 6g 3

53 774 649鹿児島 Jrt 77 4

22 499 358虎児A 出水 58 178

297 227虎児Jh 姶良.伊佐 125 699 1,093 I.085



第 1 3 回 地 域 医 療 構 想 参考
｣ 関 す る W G 資料

3平 成 3 0 年 5

月 1 6 日平成30年度診療報酬

改定の概要(病床機能報告の報告項目に関連する内容



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価①

○ 入院医療の評価の基本的な考え方としては､個々の患者の状態に応じて､適切に医療資源が投入され､より
効果的･効率的に質の高い入院医療が提供されることが望ましい｡

○ 患者の状態や医療内容に応じた医療資源の投入がなされないと､非効率な医療となるおそれや､粗診粗療と
なるおそれがある｡

医
療
〓
I
ズ

(患
者
の
状
態
'
医
療
内
容
等
)

1



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価②

新たな入院医療の評価体系と主な機能(イメージ)
入院医療評価体系について､基本的な医療の評価部分と診療実績に応じた段階的な評価部分との二つの評
価を組み合わせた新たな評価体系に再編･統合する｡なお､新たな評価体系となる入院料は､急性期医療､急性
期医療～長期療養､長期療養の機能に大別される｡

療養病棟入院基本料 (20対 125対 1)を再編 ･統合 一般病棟入院基本料 (13対 1､ 一般病棟入院基本料 (7対115対1)



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価③

の見直し

> 一般病棟入院基本料等について､入院医療の基本的な診療に係る評価(基本部分)と､診療賢
績に応じた段階的な評価(実績部分)との2つの評価を組み合わせた評価体系に再編.統合する｡

① 一般病棟入院基本料

･一般病棟入院基本料(7対1､10対1､13対1､15対1)について再編･統合し､新たに､急性期一般入院基本料､地域一般
入院基本料とする.また､急性期-般入院基本料の段階的な評価については､現行の7対1-般病棟と10対1一般病棟と
の中間の評価を設定する｡

② 地域包括ケア病棟入院料

･基本的な評価部分と在宅医療象提供等の診療翼練に係る実績感度とを組み合わせた体系に見直すとともに､在宅医療
や介護サービスの提供等の地域で求められる多様な役割.機能を果たしている医療機関を評価する｡

③ 回復期リハビリテーション病棟入院料

･回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系にリハビリテーションの実績指数(回復期リハビリテ-ション病棟におけ

る1日あたりのRM得点の改善度を､患者の入棟時の状態を踏まえて指数化したもの)を組み込む｡

④ 療養病棟入院基本料

I20対1看護職員配置を要件とした療養病棟入院料に一本化することとし､塵盤区分2･3の該当患者割合に応じた2段階
重畳鹿に見直す.

･現行の療養病棟入院基本料2(25対1看護職員配置)については､医療療養病床に係る医療法上の人員配置標準の経

過措置の見直し方針を踏まえ､療養病棟入院料の経過措置と位置付け､最終的な経過措置の終了時期は次回改定時に改

めて検討することとし､経過措置期間をまずは2年間と設定する｡

3



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑤ (1)急性期医療

0対1)の再編･統合のイメージ
【現行】

一般病棟入院基本料
-

jsi

暑 報酬の差が大きいこ

と､また､管理単位が異なると

弾力的な傾斜配置ができないことか

ら､7対1から10対1への届
出変更は実質的に困難な状態 ※200

床の病院で､入院

基本料の差を試算す

ると､年間約1.2倍
円程度と推計され､影響が非常

に大きい【平成3

0年度改定】急性期一般入院基本料 入院料4-7(10対1)から入院料2-3に､直接届出で
きない(入院料1の

実 績 が 必 要 )入院料7 入院料6 入院料5 入院料4 <要

件
> ∃･入院約1の届出

実緬が必要･調査の対象



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑥ (1)急性期医療

1-7)の内容
> 一般病棟入院基本料(7対1､10対1)について､入院患者の医療の必要性に応じた適切な評価を選択できる
よう､実績に応じた評価体系を導入し､将来の入院医療ニーズの変化にも弾力的に対応可能とするため､急性
期一般入院料1-7に再編する｡

入院料7 入院料6 入院料5 入院料4 入院料3 入院料2

入院料1看護職員 10対1以上 7対1以上く7割

以上が看護師)

(7割以上が看津師)患者割合[]内は200床未満の経過措置 重症度､医療.看護必要度 Ⅰ*1 測定していること 15%以上 21%以上 27%以上 [26%
以上コ [27%以上] 30%以上重症度｣医療.看準必要度Ⅱ*2 測定し七いること 12%以上 17%以上 ′ 22%以上 ′ 23%以上[21
%以上] 24%以上[22%以上コ 25由以

上平均在院日数 21日以内 18日以内

在宅病床機能復帰.､t=連携率 - 8割以上その他 1 - ･入院医療等に関する調査への適切な参加･届出にあたり入院料1の届出実績

が必要 医師の員数が入院患者数の100分の10以上デ-タ提出加筆 ○～iき誉'薬毒S;/;…… 号を
W 蔓ぎ………数3; , 暑 ･は;三⊆:i:さ さ≧う.三六≡…㌻…締誇…

ま;～ i*1=現行方法による評価 *2=診療実績デ



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑧ (1)急性期医療

重症度､医療.看護必要度の見直し



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑨ (1)急性期医療

> 一般病棟用の重症度､医療･看護必要度に係る評価票

運奉‡運 三曇を三園

･篭 温 処置(桝 の処置を除く,､②桝 の処置, なし あり

3 点滴ライン同

専門的な治療t処置

(① 抗悪性腫痔剤の使用(注射剤のみ)､

② 抗悪性腫痩剤の内服の管理､

③ 麻薬の使用(注射剤のみ)､

④ 麻薬の内服､貼付､坐剤の管理､

⑤ 放射線治療､⑥ 免疫抑制剤の管理､

⑦ 昇圧剤の使用.(漣射剤のみ)､
⑧ 抗不整脈剤の使用(注射剤のみ)､

⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用､

⑩ ドレナージの管理､⑪ 無菌治療室での治療 )

なし あり

なし - あり

16 開頭手術

(7日間)17 開胸

手術(7日間)18 開腹手術(4日間) 撹

滋遁墓義雄なし

ありなし ありなし ありなし

あり20 胸腔鏡･腹腔鏡手術(3日間)

なし あり22救命等

に係る内科的治療(2日間

)(①経皮的血管内治療②経皮的心筋焼灼

術等の治療③侵藻的な消

化器治療)[各入院料･加算における該当患者の基準] なし

ありなし

あり一般病棟用の重症度､医療.看護必要度 ･

A得点2点以上かつ
B得点3点以上1



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑯ (2)急性期医療～長期療養

一般病棟入院基本料(13対1､15対1)の再編.統合のイメージ

【現行】

15対1入院基本料 13対 1入院基本料 【平成30

年度改定】【実績部分】･現行

の13対1入院基本料相当の実績･重症度､医療.看護必要度の測
定(※ 段階的な評価に用いる指標については､改定後にさらに検討)



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑯ (2)急性期医療～長期療養

容

> 一般病棟入院基本料(13対1､15対1)について再編.統合し､新たに､地域一般入院基本料とす
る｡

入院料3 入院料2 入院

料1看護職員 15対1以上 1
3対1以上(4割J;?上が看護師) (7割

以上が看護師)平均在院日数 6d

日以内 24日以内重症度､医療.看護必要

度の測定 - ○～ 3ごンニ;ゾまく=乙妄;';…ン



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑱ (2)急性期医療-長期療養

地域包括ケア病棟入院料･入院医療管理料の再編･統合のイメージ

【現行】

入院料2 入

院料1地域包括ケア病棟入院料.入院医療管理料 【平成30年度改定】二mlーrlIー…M-'ー~【◆ー【Pい■"~■ー''ー"bll【一.~一冊ーtIー1WP

ーITー 1,rー ■PーI'【≡【地域包括ケアに関する実績部分】(200床未満の病院に限る
｡)≡ ･自宅等からの

入棟患者割合喜 :宝書芸
墓誌 荒 患者の受入れ≡ .地

域医療機関との連携雲 ･介護サービスの提供≡ ･看取りに対する指針;_一一一_...._q".-.一一q-.日.‥.ー .ゝ"… ._."ー‥.._. ,.ー_.ー

(基本部分)看護職員配置 13対1重症度､医療･看護必要度在宅復帰に係

る職員の配置リハビリテーションに係る職員の配置 ≡ 2738点事

l'､畑 地冨芋監 蒜に



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1

> 地 域 包 括 ケア病 棟 入 院 料 ･入 院 医療 管 理 料 を基 本 的 な評 価 部 分 と在 宅 医療 の 提 供 等 の 診 療 実 績 に係 る評 価 部 分 とを組 み

合 わ せ た体 系 に見 直 す とともに､在 宅 医療 や 介 護 サ ー ビスの 提 供 等 の 地 域 で求 め られ る多様 な役 割 .機 能 を果 た している医

療 機 関 を評 価 す るo *1:現行方法による評価 *2.診療実績デ-タ いた.ふの章..

管 理 料 4 入 院 料 4 管 理 料 3 入 院 料 3 管 理 料 2 入 院 料 2 管

理 料 1 入 院 料 1看
護職員 13対1以上(7

割以上が看護師)重症患者割合 重症度､医療.看護必要度 Ⅰ*110%以上 又は 重症度､

医療.看護必要度Ⅱ *28%以上在宅復帰に係る職員 当該保険医療機関内に在宅

復帰支援を担当するものを適切に配置リハビリ専門職 病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士､作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置

在宅復痛率 - 7

割以上室面積 - 6.4m2以上自宅等から入棟した患者割合 - 1割以上(10床未満は3月で3人以上) 1割以上

- 1割以上(10床未満は3月で3人以上) 1割以上自宅等
からの緊急患者の受入 - 3月で3人以上

- 3月で3人以上在宅医療等

の提供(*3) - ○ - ○看取りに対する指針 -

○ - ○届出単位 病室 :病棟 病室 ;病棟 病室 病棟 病室

病棟許可病床数200床未満のみが対象 ○ - ○ ○ ○ - ○

○i 毒染毛i<婆ミミ は3;弓①当該保険医療機関において在宅患者妨間診療科の算定回数が3月で20回以上であること｡②当該保険医療機関において在宅患者訪問看護･指導料､同一建物居住者訪問看護.指導料又は精神科訪問看護･指導料 Ⅰの算定回数が3月で10
0回以上､若しくは同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて､訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の井

走回数が3月で500回以上であること0③当該保険医療機関において､開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定回数が3月で10回以上であること｡④介護保険における訪



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑪ (2)急性期医療～長期療養

荏 の見直し

> 地域包括ケア病棟入院料及び療養病棟入院基本料の救急･在宅等支援病床初期加算について､急性期医
療を担う一般病棟からの患者の受入れと､在宅からの受入れを分けて評価する｡

当該病棟(地域包括ケア病棟入院料を算定する場合にあっては､又は病
塞)に入院している患者のうち､急性期医療を担う他の保険医療機関の
一般病棟から転院した患者､介護老人保健施設､特別養護老人ホーム､
軽費老人ホーム､有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者又は
当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る｡)の一般病
棟から転棟した患者については､転院､入院又は転棟した日から起算し
て14日を限度として､救急･在宅等支援(療養)病床初期加算として､1日
につき150点(療養病棟入院基本料1を算定する場合にあっては､1日に
つき300点)を所定点数に加算する｡

【急性期病棟から受入れた患者】
当該病棟(地域包括ケア病棟にあっては､又は病室)に入院している患者
のうち､急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患
者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る｡)の
一般病棟から転棟した患者については､転院又は転棟した日から起算し

て14日を限度として､急性期患者支援(療養)病床初期加算として､1日に
つき150点(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては､1日につき
300点)を所定点数に加算する｡

【在宅から受入れた患者】

当該病棟(地域包括ケア病棟にあっては､又iま病室)に入院している患者

のうち､介護老人保健施設､企護医療院､特別養革老人ホーム､軽費老
人ホーム､有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者に対し､治療方
針に関する患者又はその家族等の意患決定に対する支援を行った場合
に､入院した日から起算して14日を限度として､

初期加算として､1日につき迦 点(療養病棟入院基本料を算定する場合
にあっては､1Elにつき迎 畠)を所定点数に加算する｡

> 療養病棟入院基本料､地域包括ケア病棟入院料.入院医療管理料1及び3の施設基準において､病棟の特
性を踏まえ､医療機関での看取りの方針を定めておくことを規定する｡

[施設基準]

胤 急診保険医療機関において､厚生労働省r人生の最終段艶主星お娃
Lに めてい こと._

の決定プロセスに関するガイドライン｣等の内容を踏まえ



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑳ (2)急性期医療～長期療養

編
【現行】

2065点

【平成30年度改定】
I---ll-----------rl-■■-----●■-ll-I---■■-■■-l1-------rl-
i【実績部分】 :
｢串行のリハビリテーション充実加算の要件である､:
W ハビリテーション乗積指数を用いる 芸L(LEI"hj_=tLO)_F_Ty_tis_*_め_1_e_a_D皇亘} i B _* _ )" " _ _ _ _ … _ _ _ _｣
*FIM (FunctionalIndependence
Measure)日常生活動作の指標 【入院料2相当の実練】

･重症割合2割以上
･重症者の3点以上回徒が3
割以上

･自宅等退院 7割以上

入院料3 入院料2 入院料1回復期リハビリテーション病棟入院料 202J5点 蔓 87 蓋1861点

･



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑳ (2)急性期医療～長期療養

回復期リ/＼どリテーション病棟入院料1-6の内容
> 回復期リハビリテーション病棟において実施されているアウトカム評価の推進を図る観点から､
当該入院料の評価体系についてリハビリテーションの実績指数を組み込むなどの見直しを行う｡

入院料6 入院料5 入院料4 入院料3 入院料2

入院料1医師

専任常軌1名以上看護職員 15対1以ヰ(4割以上が看護師) 13対1以上(7割以上が看護師)

看護補助者 30対1以上リハビリ専門職 専従常勤の
専従常勤のPT3名以上､pT2名以上､OT1名以

上 OT2名以上､ST1名以上社

会福祉士 - 専任常勤1名以上管理栄
養士 - 専任常勤1名(努力義務)

リハビリ計画書の ミ栄養項目記載 - 必須

リハビリテーション実績指数等の院内掲示等による公開 ○

データ提出加算の届出 Q(2bo床以上d)病院のみ) b休EIリハビリテーション _ - ※休日リハビリテーション提供体制加算あり ●

｢重症者｣の割合(日常生活機能評価10点以

上) - 2割以上 3割以上重症者における - 3割以上が 3割以上が
退院時の日常生活機能評価 3点以上改善 4点以上改善

自宅等l±退院する割合 - 7割

以上リハビリテーション実績指数 - 30以上 - 30以上 - 37以上



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑳ (3)長期療養

【現行】

療養病棟入院基本料

療養2 療養1

【平成30年度改定】

療養病棟入院

基本料:-盛 転 壷i-
"-1:療養病棟入院料2I



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑳ (3)長期療養

1-2の内容

> 看護職員配置20対1以上を要件とした療養病棟入院基本料に一本化することとし､医療区分
2･3の該当患者割合に応じた2段階の評価に見直す｡

療養病棟入院料2 療養病棟入院料

1p看護職鼻※ 20対
1以上(医療法上の

4:1)看護補助者※ 20対1以上(医療

法上の4:1)医療区分と丁等該当患者割合 了5

割以上 8割以上データ提出

200床以上の病院は必須ミu≧ミ<～≡持てで三〇二 蘇照;㍗ニ:?;:
≧≡窮;三音名≧ ≦ i -～ 3i

32､三≡:i/;}Sををを ぎ※ 療養病棟入院基本料については､医療療養病床に係る医療法上

の人員配置標準の経過措置の見直し方針を踏まえ､看護職員配置20対1に満たない場合の経過措置を新たに設けるとともに､看護職員配置25対1に満たな



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1

集

> 特定集中治療室における多職種による早期離床･リハビリテーションの取組に係る評価を新設する｡

〔新) 早期離床J)ハビリテーション加算 500点く1日につき)
[算定要件]

① 特定集中治療室入室後早期から離床に向けた取組が行われ

た場合に､14日を限度として所定点数に加算する｡

② 特定集中治療室に入室した患者に対し､患者に関わる医師､

看護師､理学療法士､作業療法士､臨床工学技士等の多職種と

早期離床･リハビリテーションに係るチームとによる総合的な離

床の取組を行う｡
1)チームは､当該患者の状況を把握･評価した上で､当該患者の各種機戟
の維持､改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について関係学会の
指針等に基づき患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成する｡
2)当該患者を診療する医師､看護師､理学療法士､作業療法士､臨床工学
技士等が､チームと連携し､当該患者がICUに入室後48時間以内に､当該
計画に基づく早期離床の取組を開始する｡
3)チームは､当該計画に基づき行われた取組を定期的に評価する｡

[施設基準】

① 特定集中治療室内に､以下から構成される早期離

床.リハビリテーションに係るチームを設置すること｡
1)集中治療の経験を5年以上有する専任の医師
2)集中治療に関する経験5年以上及び適切な研修を修了した専
任の常勤看護師
3)特定集中治療室等を届け出ている病院において5年以上の経
験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士

(診 特定集中治療室における早期離床,リハビリテーショ

ンに関するプロトコルを整備し､定期的に見直すこと｡

③ 心大血管疾患リハビリテーション料､脳血管疾患等リ

ハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に

係る届出を行っている保険医療機関であること｡

> 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に､専門性の高い看護師の配置の要件を設ける｡
[特定集中治療室1､2の施設基準]
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し､集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修
了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること｡
[経過措置]
平成30年3月31日において､現に特定集中治療室管理料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関については､
① 平成31年3月31日までの間に限り,当該規定を満たしているものとする｡

②平成32年3月31日までの間は･特定集中治療室等において6年以llO)7&務経験を有する看護師が配置されていれば･当該規定を満たしているものとする｡



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑬ (4)その他

入院中の

> 療養病床における裾癌に関する評価を､入院時から統一した指標で継続的に評価し､裾療評価
実施加算にアウトカム評価を導入するとともに､名称を変更する｡

【裾癒評価実施加算】[算定要件]

注4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態の場合は､当該基準
に従い､当該患者につき､祷療評価実施加算として､1日につき15点を
所定点数に加算する｡

【裾療対策加算】[算定要件]

注4 当該病棟に入慌している患者のうち､別に厚生労働大臣が定める
状態の患者に対して､必要な裾療対策を行った場合に､患者の棚 の
状態に応じて､1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する｡

･ Tl___!長点
口 樹 対策加隻2 5点

入院時の裾療評価で用いているDESIGN-R分類を用いて入棟患者の裾癌の状態を確認し､治療及びケアの内容を踏まえ毎日評価し､

以下により算定する｡

ア 裾癒対策加算1については､入院後暦月で3月を超えない間若しくは新たに当該加算に係る評価を始めて暦月で3月を超えない聞又は
祷療対策加算2を算定する日以外の日において算定する｡
イ 裾癒対策加算2については､直近2月の実績点(※)が2月連続して前月の実績点を上回った場合であって､当月においてDESIGN-Rの

合計点が前月の実績点より上回った日に算定する｡
(※)DESIGN-Rの合計点:裾癌の状態の評価項目のうち｢深さ｣の項目の点数は加えない当該患者のDESIGN-Rの合計点数
(冗)実積点:暦月内におけるDESIGN-Rの合計点が最も低かった日の点数

⇒加算23月連続して裾唐の状態が悪化している｡

7月 31..= .)i 11=teJ= - oB

1点 2点 ◆ 3点 A占



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-3.入退院支援の推進③

>入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るのかをイメージし､

安心して入院医療を受けられるよう､入院中に行われる治療の説明､入院生活に関するオリエン
テーション､服薬中の薬の確認､裾癒･栄養スクリーニング等を､入院前の外来において実施し､
支援を行った場合の評価を新設する｡

加算 200点 琶時1回)
[算定要件]
入院の予定が決まった患者に対し､入院中の治療や入

[算定対象]
① 自宅等(他の保険医療機関から転院する患者
以外)から入院する予定入院患者であること｡
② 入退院支援加算を算定する患者であること｡

[施設基準]
① 入退院支援加算1､2又は3の施設基準で求め
る人員に加え､十分な経験を有する
≪許可病床数200床以上≫
･専従の看護師が1名以上 又は
･専任の看護師及び専任の社会福祉士が1名以上

≪許可病床数200床未満≫
･専任の看護師が1名以上
が配置されていること｡

② 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されて
いること｡

院生活に係る計画に備え､①入院前に以下の1)から8)
を行い､②入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援
の計画を皇笠､③患者及び入院予定先の病棟職員と共有
すること｡患者の病態等により1)から8)について全て実

施できない場合は､実施した内容の範囲で療養支援計画
を立てても差し支えないが､この場合であっても､1)､2)
及び8)は必ず実施しなければならない｡
1)身体的･社会的･精神的背景を含めた患者情報の把握
2)入院前に利用していた介護サービス･福祉サービスの把握 (※)
3)裾癌に関する危険因子の評価 / 4)栄養状態の評価
5)服薬中の薬剤の確認 / 6)退院困難な要因の有無の評価
7)入院中に行われる治療･検査の説明
8)入院生活の説明

(※)要介護･要支援状態の場合のみ実施



平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-3.入退院支援の推進④

入退院支援の推進

>入院早期から退院直後までの切れ目のない支援を評価していることから､加算の名称を
｢入退院支援加算｣に見直す｡
>入退院支援加算の対象である｢退院困難な要因｣に､入院早期から福祉等の関係機関との連携
が必要な状態及び小児における退院困難な場合を加える｡

【退院支援加算】[算定要件]退院困難な要因
ア～ウ (略)

工､オ (略)
カ 同居者の有無に関わらず､必要な介護を十分に提供できる状況に
ないこと
キ-ケ (略)

【入退院支援加算】[算定要件]退院困難な要因
ア-ウ (略)
エ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
オ 生活困来者であること

カ､キ (略)

ク 同居者の有無に関わらず､必要な軍曹又は介護を十分に提供でき
る状況にないこと
ケ～サ (略)

> 入退院支援加算1の施設基準の一つである介護支援等連携指導料の算定件数の要件を､小児

を専門とする医療機関や病棟に対応する要件に見直す｡また､入退院支援加算1､2に小児加算
を新設する｡

【退院支援加算1】[施設基準]

過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数が､(か及び②の合計を
上回ること｡

①｢イ ー般病棟入院基本料等の場合｣の算定対象病床数(介護支援連
携指導料を算定できるものに限る｡)に0,15を乗じた数

②｢ロ 療養病棟入院基本料等の場合｣の算定対象病床数(介護支援連
携指導料を算定できるものに限る｡)に0.1を乗じた数

> 地域連携診療計画加算の算定対象に､

【入退院支援加算1】[施設基準]
過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数と過去1年間の相談
崖主巴且と旦連携度数LJTJi児A底医産生里数日地 主亙支
援に限るn)の合計遡数が､①､②盈逆@の合計を上回ること｡
①｢イ ー般病棟入院基本料等の場合｣の算定対象病床数(介護支援連携
指導料を算定できるものに限る｡)に0.15を乗じた数

②｢口 療養病棟入院基本料等の場合｣の算定対象病床数(介護支援連携
指導料を算定できるものに限る｡)に0,1を乗じた数

⑨rイ卿 ､児入院医療
管理料を算定する病床に限る)に0.05を乗じた数

援加算2を届け出ている医療機関を加える｡




